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皆さんこんにちは。大学教員をしております澁谷と申

します。本日は、いわゆる学識経験者という⽴場で、こ

うしたお話をいただける機会を本当にありがたく感じる

と同時に、メインシンポジウムの基調講演ということで、

ご依頼いただいてから今日まで結構緊張しながら過ごし

てまいりました。と⾔いますのも、人材育成というテー

マについてはいろんな観点から議論ができるかと思いま

すが、どういう人が人材として相応しいのかという、能

⼒とか資格の話も当然その⼀部として関わってくるかと

思います。私⾃⾝のこれまでの人生を振り返ってみると、

能⼒を客観的に証明するというところからはちょっと遠

い人生を送ってきまして、履歴書なかでも資格欄で書く

のは運転免許ぐらいなんですね。ですから、通常大学教

員というと、今は博士課程というところに⾏って、博士

号を取っていることが当たり前というかドライバーズラ

イセンスみたいなものになりますけれども、その博士課

程というところにも⾏ったことはないですし、社会福祉

士の養成はしているんですけれども、社会福祉士の資格

を持って養成をしているわけでもないと。むしろ大学時

代は障害者の⾃⽴支援運動なんかに目を配りながら、専

門家がいることで、人々が⾃分たちの⼒で生きていくこ

とがかえって邪魔されていないかみたいな、ちょっとひ

ねくれた視点から研究をしていたというところもありま

して、そういう⽴場の人間が、子ども家庭支援の人材育

成というところで話をするのが適当なのかなと、少し逡

巡するところがございました。 

より良い社会を作りたいという思い入れは人⼀倍ある

と思いますし、そのための努⼒も⾃分なりにして参りま

したが、博士号もなく社会福祉士もなく、素直でもない。

本日お聞きになっている方は割と人をポジティブに捉え

るのが得意な方なので、叩き上げとかいろいろ肯定的に

も⾒ていただけるかもしれないんですが、世間⼀般では

モグリと⾔われるような⽴場かもしれません。ですので、

少し⾃由にお話をさせていただきますが、福祉系大学教

員の中での代表というよりは、どちらかというとオール

ドタイプの教員として、こんな考え方をしている人間も

いるんだな、と聞いていただければと思います。 

では、少し講演テーマの趣旨を確認してまいりたいと

思います。社会福祉の世界に⾝をおきますと、「福祉は

人なり」という⾔葉、この⾔葉を非常によく⽿にするこ

とがあるかと思います。ただこのフレーズというのは別

に福祉の専売特許ではないことは多くの方ご存知かなと

思います。例えば有名なところでは、松下幸之助さんが

かつて、「松下電器は何を作るところか」と尋ねられた

ら「松下電器は人を作るところです」と答えるように、

と事あるごとに話をしていたということはよく知られて

いることかと思います。この⾔葉というのは、要は、良

い技術、良い設備、あるいは良い法律があったとしても、

その下で人が育ってないとダメなんですよ、というよう

なことを意味したもので、全ての産業の本質というのに

人の育ち、人がいるんだ、というところを表したもので

す。そうしたところから「人材」という⾔葉を書くとき

には、スライドでも使っていますけれども、宝物を表す

「人財」ですね。これをあてることもよくあることです。 

この宝物である人、人材が集まらない・育たないとい

うことは、全ての産業は人なり、全ての事業は人なりと

考えると、極めて深刻な問題になってくるわけです。

個々の事業所単位では、事業の不活性。事業がその時代
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にあってどんどん新しいクリエイティブなサービスを作

り出せないということになりますし、またそうした事業

所がたくさん出てくると、マクロレベルでは社会全体が

いろいろな、実際に社会の中で起こっている変化に対応

しきれない、ということが起きてくるだろうと予想され

ます。このことは家庭養育推進を含む子ども家庭支援の

推進にあたっても、当然この財をどのように育て確保し

ていくのかというのは必発のテーマと⾔えるものです。 

このようなテーマの性質を念頭に置きながら、基調講

演では、特に子ども家庭福祉分野で人材育成がテーマと

なってきた経緯とか背景の話をしてまいりたいと思いま

す。ですので、学者の話は割とつまらない話の代名詞の

ように⾔われることがあって、私の話もちょっと時間的、

空間的に少々大風呂敷を広げたような話になるかと思い

ます。⾔い換えると、ちょっと抽象的で、どうすればい

いんだというところまではなかなか⽴ち入れないかと思

うんですが、今回のメインシンポジウムの構成、後半は

具体的で未来志向のシンポジウムとディスカッションと

いう構成になっておりますので、私の基調講演は、少し

大所高所からになりますけども、本題に入る前の前座と

思ってよろしくお付き合いいたければと思います。 

最初に、人材育成を俯瞰するということで、その広げ

る大風呂敷の最初なんですけれども、ご覧いただいてい

る資料は日本全体で⾒たときの労働⼒確保の状況を示し

たものです。出典は『労働経済の分析』という厚生労働

省から出されている白書の 1 つですが、注目していただ

きたいのはこの真ん中のグラフです。こちらを⾒ていた

だくと、雇用人員判断 D.I.って、⼀般には聞き慣れない

⾔葉が使われていますが、これが要は人手不足感ですね。

人手不足がどのくらいあると感じているかということを

表すデータです。それをグラフ化したものになります。

これを⾒ていただくと、明らかに最近は右肩下がりにな

っているということが分かるかと思いますが、急激に全

産業、製造業、非製造業に限らず、いずれもバブル期に

次ぐような人手不足感をどの業界でも感じているという

ことが窺えるグラフになっています。またこのグラフの

中には掲載されていませんが、いろいろな分析がこの白

書の中ではなされていまして、3 大都市圏と⽐べると、

都市圏以外のほうがいくらか人手不足感が高まっている

というデータも出ています。この辺りもこれから日本の

中で人材育成を進める上で、要は人を育てるための資源

とか、人⾃体が集中している場所とそうでない場所、こ

の差をどうやって埋めていくのかというのも実は大事な

論点だ、ということは補足をしておきたいと思います。 

こちらのスライドは、いよいよその人ですね。潜在能

⼒が高そうな人材が確保されないとなってくると、いか

に今度は⼀人ひとりの生産性、生産性という経済学的な

⾔葉を使うとどうしてもこの業界では浮いてしまうとこ

ろがあるんですが、簡単に⾔えば⼀人ひとりがより良い

仕事をしていくためにどうしたらいいのかというところ

に関心が向いてくることになります。今ご覧いただいて

いるのは、これは福祉業界に限らず、全産業の中で労働

生産性を高める場合に強化等に取り組むべき事項として

どのようなものが考えられるかということを調査した結

果です。スライド上、項目が丸数字になっているので何

を表しているのかというのがこのスライド上ではあまり

よく分からないものになってしまっているんですが、全

産業、全体で⾒ますと 1 番、⼀番左側に 50 パーセント

を超えて出てきているのが営業⼒、販売⼒です。これが

⼀番強化しなきゃいけないことだと。そして 2 番目に多

かったのが、従業員への能⼒開発。3 番目が従業員の意

欲を高める人事マネージメント。このようなかたちで、

これから特に生産性を上げるためには強化をしていかな

きゃいけない、というような回答が出てきています。白

書の中では、この部分については業種ごと、業界ごとに

データ分析が進められておりまして、医療福祉業界、も

ちろん医療福祉業界の場合には、多くの場合はいわゆる

企業ではなくて法人になってきますけれども、医療福祉

業界に限ってどういった回答がなされているのかという

のを⾒ると、全体では 2 番、3 番であった従業員への能

⼒開発ですとか、あるいは従業員の意欲を高める人事マ

ネージメント、これが強化しなければいけないという回

答が⼀番多くなっているという結果が出ています。 

ただ、こちらのスライドのほうにもメモしてあります

が、実際に強化すべきだと思っているけれども取り組め

ているのかどうかという分析結果を⾒ますと、過去 3 年

の経過をたどってみても、3 年経ってもなかなか能⼒開

発とか人事マネージメントというのは実際には取り組め
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ていないということが示唆されています。なんで取り組

めないのかというところは、はっきりとは分かっていな

いんですが、労働生産性の強化に取り組まないと答えて

いる企業の回答結果を⾒ると、特に人手不足が深刻化し

ている企業ほど、事業所ほど、日々の業務遂⾏に追われ

る中で、その人事マネージメントの中に取り組む余裕が

ない。その生産性を向上させるためのノウハウを持つ人

材が職場にもいないというような傾向があると。⾔い換

えると、人材確保の困難が業務逼迫を生んで、人材育成

まで手が回らなくなって、育成ノウハウが組織内で集積

されないという仮説が、どうやらこの白書を⾒ても窺い

知ることができるということになっております。 

要は、人手不足を放置しておけば、⻑時間労働を招い

て、それによって働きやすさを損なったり、それがまた

働く意欲にも否定的影響を及ぼしていきかねないという

ことが現状起きていると⾔えます。既にこの辺りは私も

大学におりまして、最近は福祉業界でも人材確保を進め

るために働きやすさを改善する。今までは、どちらかと

いうと働きがいを高める。もちろんこれは大事なんです。

働きがいがなくなっちゃうとどの事業でも人が居着かな

くなってしまうので、働きがいを大事にするということ

は大事なんですけれども、働きがいを大事にすると同時

にどの福祉事業所でも働きやすさ、選んでもらえる事業

所づくりというのが進んでいるように思います。具体的

には休暇とか労働時間の⼯夫であるとか、あるいは施設

の雰囲気とか職場内の人間関係。上司からのフィードバ

ックを改善していく、みたいなことに⼒を入れながら、

ぜひうちの事業所にいらしてくださいということをかな

り早い段階から学生さんにもアピールしたいというよう

な事業所が増えてきております。 

このようなかたちで働きやすさの部分については、多

くの事業所で⾒直しが進んでいるかなと思いますが、⼀

⾔だけ付け加えておきますと、この働きやすさの改善を

各事業所に任せるということは、ちょっと慎重でなけれ

ばいけないかなと思っています。なぜかといいますと、

特に子ども家庭福祉の事業分野を単独で運営していると

ころが少なくないと思うんですが、子ども家庭福祉分野

の事業を単独で運営しているところというのは、収益規

模が大体 5 億円未満のところが多い。要は⽐較的小さい

ところが多いんですね。そういうところが頑張っても、

もともとスケールメリットが小さいので、人材育成のた

めに働きやすさを改善しようとしても限界が出てきてし

まう。高齢者分野とか障害者福祉分野というのは、共生

型サービスってお聞きになったことがあるかもしれませ

んけど、まだまだ全体的にはマイナーなので、そんなに

全国⼀律に広まっているわけじゃないんですけれども、

今まで介護事業をやってきたところが障害福祉事業、サ

ービスも⼀緒に運営するとか、障害福祉事業をやってき

たところが介護事業も運営する、介護サービスも運営す

る。そういうかたちで、介護と障害福祉の壁を、利用者

さんが利用しやすいように低くしていくための取り組み

というのが⾏われてきたり、場合によっては、これは子

ども関係することなんですけれども、社会福祉連携法人

ということで、昨年度社会福祉法なんかも改正して、法

人同士がお互い協⼒、協働し合えるような関係を作ろう

という動きが社会福祉界全体では起きてきているんです

ね。 

このときに、子ども家庭福祉もほかの事業所とかとタ

イアップしたり、あるいはほかの事業分野のことにも関

心を持っていたりするということが、事業所、法人とし

ての体⼒をつけるためにある程度必要になってくる部分

はあるかと思うんですが、何を懸念しているかというと、

その前に、どうしてもいろんな事業をやり始めると、需

要が大きいところにどうしても⼒が入れられがちなとこ

ろがある。全国的に⾒れば需要量で⾔えば、高齢者のほ

うがニーズとしては、量で⾔えば大きいわけです。そう

いうところと、高齢者事業とか介護サービス事業とかと、

運営している法人と⼀緒にやっていきましょうとか、あ

るいは子ども家庭福祉サービスと高齢者事業を⼀緒にや

っていきましょうといったとき、どうしてもニーズが大

きいほうに関心が流れていってしまう。となってくると、

せっかく地域共生社会づくりの中で、地域に住む人たち、

子どもであろうが障害者であろうが高齢者であろうが、

そのほか様々な人たちに対して必要なものを提供できる

ような法人のかたち、事業所のかたちを作りましょうと

いったとき、どうしても子ども家庭サービスが埋没して

しまうという危険性があるかなと思っています。 

ですので、いろんな事業に横串を挿していって、地域
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の中でいろいろな人たちに対応していけると同時に、子

ども家庭福祉ニーズをまずその前にしっかり掘り起こし

て、そのニーズを顕在化させて、それに対応するための

事業単価を上げていくと。まさに今児童福祉法改正等で

⾏おうとしていることかと思いますが、こうした取り組

みをしっかりやって、子ども家庭福祉という縦串の厚み、

これをしっかり出していった上で、法人改革というのも

しっかり⾏っていく事が必要かなと思います。そうする

中で働きやすさ、そこに勤めている支援者の人たちの働

きやすさを改善していく、ということが 1 つ大事なこと

になってくるかと思います。 

 
またもう 1 つ、大事な働きがい。今日の講演のテーマ

もどちらかというと働きがいのほうが大事なテーマにな

ってくるんですけれども、こちらについては先程申し上

げましたように、いまひとつ取り組みに⽴ち遅れが⾒ら

れる。働きやすさのところはそれなりに改善、⾒直しを

しつつあるんですが、働きがいを高めていくようなアプ

ローチはいまひとつ⽴ち遅れ感がある。このときに、先

程から⾔及している労働経済の白書の中では、ワークエ

ンゲージメントという概念を採り上げながら、どうした

らこの働きがいが得られるような職場ができていくのか

というようなところも分析を進めています。 

今ご覧いただいている図は、会場だとご覧いただきに

くいかと思いますけれども、労働経済の分析の中で採り

上げられている図で、要は様々な観点からワークエンゲ

ージメントというものが様々なアウトカムと関連してい

るということを 1 枚の図で表したものになります。この

図の中で読み取っていただきたいのは、職員が、真ん中

のところに仕事の要求度っていう枠がありますけれども、

高い仕事の要求度に直⾯するとき、その中で働きがいを

向上させていくためには、仕事の資源を活用する。この

グラフでいくと左上のところになりますけれども、仕事

の資源を活用できる環境を整備していくことが重要だと。

ワークエンゲージメントがより高まって、高い仕事の要

求度に応えていくためには、仕事の資源が活用できる環

境というのが重要になる。 

仕事の資源というのは何かというと、仕事の要求を適

切にコントロールしていくことであるとか、仕事のパフ

ォーマンスに対してフィードバックをしていく。実際に

やった仕事に対して、支援に対してフィードバックが得

られるかどうかとか、あるいは上司からのコーチングで

すね。具体的な OJT なり OFF-JT のかたちで、仕事をど

う進めていけばいいのかということについての具体的な

サポートがあるかとか、あるいは正当な評価とか職務能

⼒の開発の機会があるかといったようなことが仕事の資

源というものの中に入ってきます。 

この仕事の資源というものが、職員の個々人の心理的

な⼒を高めていくと。心理的な⼒というのはこのグラフ

でいくと左下のほうに書いてありますけれども、⾃己効

⼒感などですね。そうしたものが職員個々人の心理的な

⼒になりますけれども、仕事の資源が高まっていくと、

この心理的な⼒も高まっていく。仕事の資源をより個人

の⾃己効⼒感とか、心の⼒が強まっていくと、ますます

仕事の資源を使いながら、高い要求度の仕事にもチャレ

ンジしていけるようになる。この好循環が起こるとワー

クエンゲージメントが高まって、ワークエンゲージメン

トというのはバーンアウト、燃え尽き症候群とは対極的

な概念になりますので、仕事をしっかり取り組んでいく

エネルギーに転換されていって、ワークエンゲージメン

トが高くなっていくと、先程申し上げたように⾃発性の
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向上であるとか、離職率の低下であるとか、健康増進で

あるとかといったような、様々なポジティブなアウトカ

ム、結果に結びついていくということがこの図の中で描

かれているものになります。 

このどれもが大事ですので、ワークエンゲージメント

の研究というのはいろんなかたちで⾏われているんです

が、そのうちの 1 つに今日のテーマになっている人材育

成というものが挙げられている。人材育成がどれだけ豊

かになっていくかによって仕事の資源の量や質が変わっ

ていく、という位置づけになっていて、子ども家庭支援

を担う人材育成を考えていく上でも、こうした全体的な

良い職場づくりをしていく中で、人材育成の位置づけと

いうのは非常に重要になってくるものだ、ということが

この図から窺い知れるかなということで、引用させてい

ただいております。 

実際育成をどう進めていくのかといったときには、ミ

クロレベルの話に関心が集まることが実際には多いかな

と思います。ミクロレベルというのは、要は大学なんか

で⾔えばクラスルームですね。教室の中で、誰が誰に対

してどういう教材を使ってどう教えるか、みたいな話に

なりますし、各事業所単位で⾔えば OJT とか OFF-JT に

なりますし、場合によっては職能団体とかが提供する現

任者研修とかをどうするかというのもこのミクロの話に

なってきます。実際にトレーニングを受ける場⾯の話で

すね。そこのところが人材育成論でいうとどうしても先

⾏しがちなところがあります。確かに⾝近ですので、⼀

番人材育成論の中でも⾃分がどういったトレーニングが

受けられるかというのは非常に⾝近な話ですので、⼀番

⾝近なところが話題になりがちになるというのは、ある

意味当然のことかなと思います。 

ただ、あえてこのスライドを作成してご紹介している

のは、確かに育成の場⾯、誰が誰に対してどういうプロ

グラムで、どういう方法を使って育成をしていくのかと

いうことを、大学であったり組織であったり研修センタ

ーみたいなところで考えていくのは大事なんですが、そ

こだけだと上手くいかない。具体的には、メゾと書いて

あるところがありますけれども、実際にミクロレベルで

こんなようなトレーニングをしたいな、と思うことが上

手くいくかどうかというのは、その育成が⾏われる組織

の有り様からも大きな影響が及ぼされると。例えば大学

で⾔うと、教員と学生の⽐率はどうするか。これは組織

が決めていくわけですね。ミクロレベルで、やっぱり人

数が少ないほうがいいよといっても、組織レベルで、い

や、うちの組織では教員 1 人に対して学生は 30 人です、

と決められたら、1 対 30 でやるしかないとか、これは

組織で決めていくわけですよね。あるいはどういう学生

さんを入れるのかというのも、これは組織で決めていく

わけです。全員福祉職につく人がいい。そういう人たち

を集めてトレーニングをしたい、といっても、いや、う

ちの機関ではこういうポリシーを持って実際にトレーニ

ングを受けたい人を集めますよ、というのを組織で決め

ていきますので、必ずしもミクロレベルでトレーニング

をするトレーナーの人たちが望むような人たちが入って

くるとは必ずしも限らない。いろんな人たちが実際には

その組織には入ってくるというようなことが考えられる

わけです。 

こうした組織の有り様を良くするためにはどうするか

というと、今度はマクロレベルの話が関わってくるわけ

です。例えば、これも私のフィールドで⾔う大学でいく

と、より良いトレーニングができるための組織を作りた

いという話になってくると、じゃあどんな話になってく

るかというと、例えば大学基準協会という⽂部科学省が

作っている法令があるのですけれども、その中で社会福

祉学がどう位置づけられているか。社会福祉学をある程

度体系的に大学で享受するためにはどのぐらいの教員が

必要ですねということが、設置基準みたいなところであ

る程度作られているわけです。その基準に基づいていろ

いろな補助⾦なんかが決まってきますので、⽂部科学⾏

政、高等教育政策の中で、例えば社会福祉のトレーニン

グをするということがどんなふうに位置づけられている

のかということが、実際大学の組織の有り様を作るとき

には否応なく直⾯していくことになります。 

なので、もちろん子ども施策も大事になってきます。

子ども家庭支援の人材を考えるときには、子ども施策を

所管しているところが、どんなプログラムを用意して、

どんなふうにトレーニングをしなさいというふうにルー

ル化をするかというのも大事なんですけれども、それと

同時に、例えば大学を取り上げれば大学というフィール
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ドがどういう場であるべきか、ということを作る教育政

策にも目配りをしていかなきゃいけないですし、その教

育政策にいろんな人たちがアクセスできるように、人材

開発というのは労働省分野でも⾏われています。例えば、

教育訓練給付費制度のように、働きながら資格が取りや

すいようなお⾦というのは今労働施策の中で用意されて

いますので働きながらトレーニングを受けられるとか、

あるいは場合によっては経済的に少し厳しいところがあ

ってもトレーニングを受けられるような、そうしたサポ

ートできるような施策というのが日本の中であるかどう

かというところも実際には影響してきます。 

ですので、少し回りくどい話で申し訳ないんですけれ

ども、育成のことを考えるということは、眼の前にいる

職員個々人に焦点を当てて、何ができるようになったら

いいかという話にどうしてもなりがちですけれども、そ

こだけではなくて、人を育てる組織とか、あるいはその

ような人を育てている組織を作るための施策ってどんな

ものが必要なのかということを幅広に考えていかないと、

なかなか部分的なところで話をしていても全体としては

上手く回っていかないというところがありますので、人

材育成について議論するときには、これだけ様々な観点

というのを洗い出しながら、並⾏して議論を進めていく

というのが必要になってくるというふうに考えます。 

今お話したように、全体を俯瞰しようとすると、人材

育成システムというのはとても複雑なものであるという

ことがなんとなくご理解いただけたかなと思います。で

すので、ミクロシステムの改革をすること⾃体は悪いこ

とでは当然ないです。必要なことなんですけれども、そ

れが本当にシステム全体に変化を起こしていくかどうか

ということは議論していく必要がある、考えていく必要

がある、ということです。その辺のところが上手くいか

ない例として、スライド上では教育免許更新制の廃止を

⼀例として挙げています。これは現場の先生のブラッシ

ュアップを図ろうということで、教育システムの改善を

⾏ったものですけれども、実際この教育システムに現場

の先生たちがきちんとアクセスできるような労働環境み

たいなものが⼗分に、それと並⾏するかたちで整備され

なかったので、教員免許更新制はできたのだけれども、

実際には受けられないという人たちが出てきてしまって、

最終的にはこれは廃止しましょうということが政府で決

定されたということになっていきます。ですので、廃止

というのは極端な例かもしれないんですけれども、人材

育成というのはいろいろなものが絡んでくると。 

その意味で今回の FLEC フォーラムなんかで、報酬と

か加算措置、人材を育成するときにどう⼀人ひとりの支

援者に、あるいは支援者になりたい人たちに育成プログ

ラムを用意していくのかということも大事なんですが、

その育成された人たちを実際に現場で支援者として配置

していくときに、どういう報酬がつけられるか。あるい

はどういう加算措置ができるのかということも視野に入

れながら議論をしていくということが必要になってくる

かと思います。そうしたものが出てくると初めて、恐ら

く現場の中で変化が出てくるというふうに考えられます。 

次に、大分広い話をしてきましたが、今度はもう少し

だけ風呂敷を小さくして、人材育成の現場として高等教

育の場に目を移していきたいと思います。もちろん先程

申し上げたように、育成というのは高等教育、つまり大

学とか専門学校だけで⾏われるものではないんですが、

最近は支援ニーズの高度化、複雑化、これは福祉に限ら

ずいろんなところで実際に支援を⾏っていくために、い

ろんな知識や技術を使いこなせるようになる必要がある

と。こういうような認識が高まる中で、できるだけ高等

教育の中で、職業教育の⽐重を増やしていく。こういう

ことも実際議論されるようになっています。 

こちらご覧いただきますと、実際に専門職養成教育の

強化が図られてきた経過と概要を簡単に記したスライド

を用意しております。こちらのスライドは、実は専門職

養成を大学でしっかり⾏っていきましょうという議論が

⾏われるようになったというのは⽐較的新しいことがわ

かります。象徴的なのが、専門職大学院という仕組みで

すけれども、この専門職大学院というのが制度化された

のはいつなのかというと 2003 年度、21 世紀になってか

らなんですね。それまでは、課題のところにも少し書い

てありますけれども、大学とか大学院というのは、もち

ろん⼀部医学教育みたいにかなり実践的な教育をしてき

たところもあるんですが、⼀般的には実践的な教育を展

開していく上では、いろいろ制約のある組織だったんで

すね。ただそうしたような学術研究をするための組織と
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しては、現場でいろいろ起きてくる課題を学術的に探究

していくための機関としては、大学とか大学院というの

は、ある程度機能してきたかもしれないけれども、いろ

んな人たちがこれから大学や大学院を卒業して、いわゆ

る支援の現場に出てくるにあたっては、大学や大学院で

しっかりと現場に出ていくために必要なトレーニングを

していくということが必要ではないかと。 

ということで、法科大学院の話が非常に話題に上るこ

とが多いんですけれども、2003 年当時も法科大学院と

いうのをどういうふうに作っていくのか、なんていうよ

うな議論の中で、専門職大学院の仕組みというのが作ら

れています。ちょうどドラマなんかでも法科大学院を舞

台にしたドラマが、今まだやっていますかね、⾏われて

いますけれども、あれなんかは本当に法曹界に入る上で

は、試験に受かるだけではなくて、プロセスとしての法

曹教育という⾔い方をしますけれども、なんで法律家に

なるのかということをいろいろな事例や場⾯を体験しな

がら考えていく。そうした考えていく⼒をつけるために、

ただ単に試験をするだけではなくて、法科大学院という

大学院を作ってトレーニングをしましょう、という趣旨

が非常によく反映されたドラマだなというふうに私も⾒

ていることが多いんですが、いずれにしましても、法律、

法曹家を養成するとか、教員を養成するとか、あるいは

ビジネスパーソンを養成するという場として、これまで

学術研究を⾏う場であった大学院を用いていくというこ

とが⾏われるようになっていて、現在では年間 9,000 人

ほどが入学しているという現状があります。 

また、細かい話は端折りますけれども、2019 年度か

らは専門職大学というものが制度化されて、実務家教員、

現場を経験してきた教員の割合が⼀定数いるとか、ある

いは実習の⽐率が 3 分の 1 以上を占めるみたいなかたち

で、いわゆる現場で学ぶことを中心としたカリキュラム

を持っている。そんなような特徴を持った専門職大学と

いうのも制度化されるということで、ますます高等教育

の場でどうやって専門職を育成していくか、ということ

に関心が集まっています。 

専門職大学院とか専門職大学も、分野によっては定員

充足が上手くできないというかたちで、順風満帆に育っ

ているかたちではないんですが、今ご覧いただいた通り、

どちらかというと最近の傾向としては、専門職を養成す

る場合は⻑期化する傾向にある。⻑期化するというのは

どういうことかというと、それだけトレーニングするた

めに必要な理論的なものが蓄積されている。必要な専門

的な知識や技術がそれだけその分野では蓄積されている。

2 年とか 4 年で蓄積されたものをしっかり⾝体化して、

実際に支援ができるようにすることができないというこ

とで、6 年制だったり大学院との接続を上手くやったり

とかっていうかたちで⻑期化が進んでいると考えられま

す。これが紆余曲折ありながらも、全体的に専門職養成

は⻑期化する傾向にあるということを示したものです。 

 

 
 

この図の中でもう 1 つ注目していただきたいのが、保

育福祉専門職の位置づけなんですけれども、専門職の特

性というのを養成機関の⻑さという観点と、あと業務独

占性という観点で考えると、実は保育とか福祉専門職と

いうのは専門職とはみなされにくい特徴を持っている、

ということが分かるかと思います。実際社会福祉士も保

育士も必ずしも大学を卒業しなければいけないと決まっ

ている訳ではなく、養成機関も 2 年ぐらいで資格取得ま

でたどり着けたりしますので、ほかの専門職と⽐すると、

専門職の要件は備えているとはみなされにくい特徴を持

っています。だからこそいろんな人たちが実際にこの保

育、福祉業界には入ってきて、それで人材の厚みが出て

くるということもあるんですけれども、ただ逆に⾔うと、

誰でもできる仕事とみなされて、保育士とか社会福祉士

は必ずどの地域にもいるようにしましょうというような

必置規定を適用するには、なかなかみなされにくい職種

として位置づけられてきたという現状があると思います。 

そのようなかたちで社会福祉分野の専門職がなかなか
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専門職としてみなされにくい。もう少し平たくいくと、

専門職としては物足りないと、外部からみなされてしま

う状況があるのは⼀体なんでだろうか、というところを、

この 4 のところでお話したいと思います。今福祉の仕事

というと、いわゆるソーシャルワーカーだけではなくて、

お医者さんであるとか心理の方であるとか弁護士さんで

あるとか、いろんな人たちが社会福祉分野の支援者とし

ては入ってきているところです。いろんな分野について

私が話をするというのは、ちょっと私の⼒量を超えるも

ので、ここから先は社会福祉専門職、特にソーシャルワ

ーカーの養成に絞って、なんで専門職としての特性とい

うのが伸びなかったのかというところの話をしていきた

いと思います。 

時代はだいぶ遡るんですけれども、スライドに書いて

あります通り、第⼆次世界大戦後、ここがやはり日本の

中で社会福祉専門職が養成される、ある意味スタート地

点、切り替えポイントになっていたと思います。その当

時から、福祉問題、福祉的な課題というのがあって、そ

れを国家が公的責任の下で解決しなさいということが至

上命題でした。生活困窮者の福祉をどうやって国が公的

に保障していくのか、このことを真剣に考えなければな

らなかったんですね。その担い手として、社会福祉主事

の育成、確保。これが 1 つアイデアとして出されるよう

になってきました。実際に全国に社会福祉事業法によっ

て福祉事務所を整備するとともに、公的扶助、俗に⾔う

生活保護を専任の有給吏員が⾏うことを明確化して、そ

こに社会福祉主事という名の専門職を置きましょう、と

いうような必要性が指摘されたと。 

ただこのとき、当然アメリカなどからも様々なカリキ

ュラムを導入して日本の中で、当時はソーシャルワーカ

ーというよりケースワーカーというほうが多かったです

けれども、ケースワーカーを養成しようという動きもあ

ったんですが、実際には上手くいかなかったんですね。

理由の 1 つは、ずっと政策が進んでいって全国に福祉事

務所ができるようになったんですけど、まだ養成する機

関が全国で最初は 7 つぐらいしかなかったので、全国に

福祉事務所ができたけれども、そこに人材供給をするだ

けの教育体制がなかったんですね。結果的に、社会福祉

主事がいない福祉事務所というのも実際には全国に出る

ようになってきてしまった、というのが 1 つありますし、

また社会福祉教育を⾏う大学なんかでも貧困な大きなテ

ーマでしたので、貧困で生活困窮にあえいでいる人たち

をどう支援していくか、援助していくかということだけ

でなく、どうして貧困問題が起きてくるのか。そうした

社会構造をしっかり考えましょうと。そしてその貧困が

起きてくる社会、貧困な問題になるような社会構造みた

いなものがあるのであれば、その社会構造を変えるため

に、制度、政策をしっかり研究していきましょう、とい

うようなことが指摘されるようになってきたという経過

がございます。 

ちょっと話を端折っていきますけれども、そうしたよ

うな経過がありまして、なかなか社会福祉分野の中で、

いわゆる⼀枚岩となって専門職を養成しましょうという

ところまで追いつかなかったところがございます。なか

なか専門職養成に手が回らなかった。また時代が発展し

ていく中では、ケースワーカーとかソーシャルワーカー

よりも施設職員の養成をしてほしいという要望があって、

戦後断続的にソーシャルワーカーの必要性とか養成強化

というのは発⾔されてきたんですけれども、なかなかそ

れが上手くいかなかったんですね。それが大きく変わっ

たのが、社会福祉法と介護福祉法の制定になります。こ

れは法律ができたということだけではなくて、実際に法

律ができて、養成校が増えて、いわゆる社会福祉士とい

う名称のソーシャルワーカーが増えていくと同時に、特

に最初は高齢者支援とか障害者支援が中心でしたけれど

も、地域の中でどうケアを展開するか。施設の中でケア

を展開するのではなくて、在宅ケアとかコミュニティケ

アをしっかりできる人材を養成しよう。そしてそのため

の実施体制を作っていこうという改革が並⾏して⾏われ

たんですね。そうする中で、社会福祉士ができた当時は、

実際に実習に⾏っても、介護の実習を⾏うなんていうこ

とが多かったんですけれども、だんだん実施体制が変わ

っていく中で、もちろん介護現場で実際にご高齢の方と

か障害を有する方の支援と関わりを持つこともあるんで

すけれども、それだけではなくて、その方たちが地域の

中で生活していくために、施設であったり各事業所にい

るソーシャルワーカーがどんなことを知らなきゃいけな

いのか、ということがトレーニングされるようになって
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きたんですね。 

それに⽐して、今日のメインテーマである子ども家庭

支援はどうであろうかといった場合、子ども家庭支援の

中ではまだまだ社会資源が少ない、ということですとか、

あるいはほかの分野と⽐べると⾏政機関中心で、措置制

度という枠組みの中で動いているところが多く、なかな

か高齢者支援とか障害者支援でソーシャルワークが導入

されてきた経緯とはちょっと違う経緯を辿ってしまった

というところが出てきます。そのあとのスライドにも出

てくるんですが、それがいよいよ転換していきます。フ

ィールドの拡張というところで、子ども家庭福祉分野で

は 2016 年の法改正以降、社会的養育、家庭養育の推進

ということを軸にしながら、どうやって地域の中で資源

を増やして、そこでソーシャルワークのできる人材を養

成するかということがようやく主たる論点になってきま

した。こうした背景の中で、いよいよ今、ソーシャルワ

ーカーをこの家庭養育推進の中でどう育成、確保してい

くのかというところが論点として設定されているという

ことが出てきております。 

だいぶ時間を超過して、時間を勘違いして申し訳ござ

いませんでした。スライドのほうも⼗分活用できなかっ

たんですが、⼀応社会福祉分野、特に子ども家庭支援の

中で福祉人材、特にソーシャルワーカーの養成が求めら

れてきている大きな背景というところで、1 つ話題提供

としてご理解いただければと思います。以上でございま

す。ありがとうございました。 
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コーディネーター 

 相澤  仁 
（共同代表／大分大学福祉健康科学部 教授） 

 

 

 
 

澁谷さん、貴重な講演をありがとうございました。課

題提起をいただきました。 

昨年の児童福祉法改正で新たに法制度化され、令和 6

年度から施⾏される⾥親支援センターや子ども家庭セン

ター、さらには社会的養護⾃⽴支援事業をはじめ、子ど

も世帯に対する包括的な支援のための体制強化および事

業の拡充など、これだけの取り組みを実施していくため

には人材の養成確保が、子ども家庭福祉の実務者の専門

性の向上が必要条件であろうことは、共有する課題認識

です。具体的に、在宅支援措置について、児童家庭支援

センター等の⺠間機関を増やして、協働して、さらには

提供するシステムの充実を考えていくならば、今後の課

題、方向性としては、⺠間などを活用した人材の養成、

確保は極めて重要となってまいります。また児童相談所

などの専門性のある人材養成確保を考えれば、福祉専門

職の採用の定着とその専門性を生かしていく人事システ

ムの構築、あるいはキャリアパスにより専門性の確保が

必要であること、安定した人材確保には職員の配置基準

の引き上げ等による職場環境の改善および給与をはじめ

とする処遇の基本的な、抜本的な改善を図って、優秀な

人材が就労定着できるような条件を整備しなければなら

ないこと。このように、人材の育成・確保は多⾯的な取

り組みが必要です。 

これらを受けて、本シンポジウムでは先程紹介されま

したように、「改正児童福祉法施⾏に向けた期待と課

題」というテーマで、特に子ども家庭支援に携わる人材

の育成確保と財源の在り方を中心にディスカッションを

して深めていきたいと思っております。シンポジストの

5 人の方には、お⼀人 15 分で改正児童福祉法の施⾏に

期待するところをそれぞれの⽴場から述べていただくと

ともに、人材の育成確保策について、現状の課題につい

てご⾒解を述べていただきたいと思います。その後、休

憩を挟んで、お⼆人の助⾔者よりコメントをいただきま

して、基調講演をいただいた澁谷さんに加わっていただ

きながらディスカッションをしていきたいと思います。 

なお、基調講演やシンポジストの発表について質問さ

れる方は、休憩時間に配布している質問用紙に記入して

いただき、事務局に提出して下さい。オンラインの方に

ついては大変申し訳ございませんが、ご理解いただけれ

ばと思います。その質問についてもいくつか採り上げな

がらディスカッションをしていきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは早速シンポジストの方の発表をお願いしたい

と思います。最初は、児童相談所における人材の育成確

保に向けたこれまでの取り組みと今後の展望、課題とい

うことで、⻄尾寿⼀さんにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
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シンポジスト 

 ⻄尾 寿⼀ 
（東京都福祉保健局  

子供・子育て施策推進担当部⻑） 
 

 

 

 

東京都福祉保健局の⻄尾でございます。マスクを人前

で外すのが本当に 2、3 年ぶりで髭を剃っておりません。

狼狽しております。気を取り直してやっていきたいと思

います。私からは児童相談所の人材育成の話をさせてい

ただきたいと思います。私は児童福祉司の時代を含めて

現場に 10 年、それから⾏政に 10 年ということで 20 年

児童相談所に携わっております。今日は東京都の様々な

施策、いろいろ苦労しておりますけれども、施策と、あ

と私の思いも半分お話したいと思っております。 

今日の話の流れですけれども、経験値を高める育成の

実践へ、ということで、私どもで今年度からトレーニン

グセンターと銘打って、新しい研修の場を作りまして、

そのお話をしたいと思います。あと、こども家庭センタ

ーへの展開ということで、特に虐待の予防的支援、その

実践ということをお話してみたいと思います。 

これは右肩上がりの虐待の件数なんですけれども、⼀

時保護も増えており、虐待は深刻化しております。東京

都は特に保護所の逼迫状況が本当に顕著でして、常時

100 パーセント定員を超えている状態が続いています。

特に学齢児、今年は⼥子の保護件数が高まっていますね。 

これは東京都の児童相談所の体制なんですけれども、

緑が東京都の児童相談所です。ご覧の通り、今、区⽴児

相が設置されつつありまして、オレンジのところが 6 カ

所区⽴児相になっています。2 月に豊島が新たにできま

したので今 7 カ所の区⽴児相プラス都の児童相談所の体

制でやっています。果たして人材の確保が激化している

という状況でございます。 

人材育成の話に入る前に、重大事件のことに触れまし

ておきます。ここに 3 つの事件ありますけれども、⽴て

続けに目⿊、野田で非常に大きな事件がありました。札

幌でもありました。特に目⿊につきましては、東京都に

とって本当にインパクトのある事件になりまして、下の

取り組みのところですけれども、児童福祉司、心理司に

ついて、この年から大幅に増員を続けております。それ

から安全確認⾏動指針という新たな指針を作りました。

さらに⼀番下のところ、国に先んじまして、体罰の禁止

などを盛り込んだ虐待防止条例を制定しています。 

これは東京都の職員体制の強化なんですけれども、こ

れは下の表の令和 4 年度を⾒ていただきますと、児童福

祉司 422 人。これは定数です。10 カ所ある児童相談所

の総員ですね。括弧の 36 人というのは、前年度より増

員した数でして、毎年、30 人ベースで児童福祉司を増や

しています。下は児童心理司で、毎年 20 人ベースで増

やしています。ただしこれでも全然足りていません。上

のほうの真ん中ですけれども、児童福祉司の政令の基準

で⾔いますと、東京都は 569 人必要なんですね。児童心

理司は 286 人ということで、児童福祉司は 150 人、心

理司は 80 人まだ足りない状況です。人材の確保という

のは本当に喫緊の課題になっています。 

上の図は、児童福祉司、心理司の経験年数の分布なん

ですけれども、2 年以下の職員が 45 パーセントという

ことで、経験年数の浅い職員が多い職場になっています。

真ん中ですけれども、これは児童相談所のワーカーの配

置状況を示した図なんですが、班を編成していまして、
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5 人から 7 人の班を形成しておりまして、班⻑というの

がいるんですね。東京都ではチーフと⾔っている、いわ

ゆるスーパーバイザー層です。チームのケース管理から

人材育成まで担っている、まさに人材育成の屋台骨を背

負っている人たちです。⼀番の課題は、このスーパーバ

イザー層が絶対的に足りない。人は増やしても、ここの

層がしっかりしていないと本当に運営が⽴ち⾏きません。

ただ悩ましいのは、経験年数が物を⾔う業務ですので、

この職層をどうやって確保していくのかが、大きな課題

です。 

東京都もここ 2 年さらにギアアップしていろいろ人材

確保策をやっております。児童相談所の採用の専任のリ

クルートチームを⽴ち上げまして、各大学や養成校を回

って児相の魅⼒を語るなどしております。あとは、試験

内容の⾒直しですとか、処遇改善ということで、特別勤

務手当も上げてもらいました。それから下のところ、新

人職員のアパート借り上げもしています。6 番にトレー

ニングセンターがあって、人材育成を人材確保の大切な

ツールと考えてここに入れております。東京都は人材育

成をしっかりやっていく、そこをアピールして人材確保

につなげるということを考えています。 

育成の話をする前に、児童相談所の業務の特性をもう

⼀度振り返ってみたいと思います。⼀番上に書いてある

のが、相反するアプローチの困難性ということで、この

分野では支援と介入という⾔葉をよく使ってますけれど

も、保護者に相談のニーズがないところに強引に入って

いって、子どもの安全を確保するという。それを⾏いな

がら⼀方では、家族再統合を支援していくという、相反

するアプローチをやっていく困難性があります。これは

あとでまた触れます。それからリスクアセスメントです

とか、強⼒なというか、法的権限は怖いほど強⼒な権限

をいただいていますけれども、それを躊躇なく⾏使する

ということが求められます。あと、家族全体を⾒ていか

なければいけないので、関係機関が非常に多い。調整⼒

ですとかコミュニケーション⼒が求められる、年単位の

経験値が必要だと⾔われています。 

相反するアプローチですけれども、あらためてここで、

危機介入と危機管理と、福祉的アプローチ、この 2 つに

分けてみたいと思っいます。介入ですけれども、子ども

の安全を確保するためには危機管理が本当に重要だとい

うことで、児童虐待では非常に強調されるところです。

しかし⼀方では、この福祉的アプローチもわれわれは決

して忘れてはならない。この⼆つを上手く、場⾯場⾯に

応じて、的を得た対応を選択していかなければならない

と考えています。私はこれを勝手に「中庸のケースワー

ク」と名づけておりまして、バランスをとるというより

ももうちょっと深い、場⾯場⾯で的を得たケースワーク、

危機介入と福祉的アプローチをしっかり統合しながらや

っていくんだというところが、相談援助業務の本質なん

じゃないかなと思っています。「中庸のケースワーク」

どう展開したらいいかというところに腐心していきたい

と思っております。 

ここでもう 1 回、先程の目⿊区の死亡事例を採り上げ

ます。ご案内の方も多いかと思うんですけれども、われ

われ都の児童相談所としては、関与していながら子供を

救えなかった、本当に反省点の多いケースでした。香川

県からの転居ケースで、県でも繰り返し通告が⾏われて

いて、その後転居して品川児童相談所管内に移ってくる

んですけれども、児童相談所間のリスクの引き継ぎが上

手くいかなかった。転居後、品川児相では家庭訪問をし

たのですが、結果として子どもと会えず、安全確認を徹

底すべきということで、われわれは非常に厳しいご指摘

を受けたケースです。 

時系列で事件の経過を追っているんですけれども、太

字のところが 2018 年 2 月の 9 日、家庭訪問のところで

すね。ただ 1 回、品川の児童相談所が家庭訪問をするん

ですね。そのときに 5 分間だけ⺟親がドアを開けて、話

ができたんですけれども、子どもには会えなかった。⺟

からは、子どもが児童相談所の人たちと会うと状態が悪

くなるので会わせません、といって会えなかったんです

ね。児童相談所はそのときに、今後のことを考えて、⺟

と関係性を作っていきながら支援すべきじゃないかとい

うことで、ここでは無理強いをしなかったんですね。次

の機会、これは小学校の入学前だったので、学校でモニ

タリングできる、その手前で説明会とかある、というこ

とでここでは会わなかった。ただ、2 月の 20 日、学校

に来るはずの子どもが来なかった、3 月の 2 日に亡くな

ってしまったというケースです。 
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この家庭訪問、この 5 分間が本当に悔やまれるという

か、いろいろ難しい部分がある、この安全確認を徹底す

るのか、その後のことを考えて関係性を重視するのかと

いう、そういったジレンマがここにあったんじゃないか

なと。その手前でリスクアセスメントがもっとしっかり

していれば、その家庭訪問の結果をもって⽴入調査とか

いろいろ考えたんでしょうけども、そこはそうはいかな

かったんですね。 

印象的だったのは、⺟親が確か裁判の証⾔で、本当は

いろいろ児童相談所とか⾏政に助けてほしかったんだと

⾔っていたんですね。これを聞くと改めてこれもう⼀歩

何かできなかったのかという思いがあります。果たして

家庭訪問 1 つをとっても、われわれの問われるものは大

きい。もっと援助の技術を磨かなければいけないなとい

うことを新たにしたわけです。 

児童福祉司の仕事は経験年数、数年かかるよと⾔いま

したが、そうはいっても限られた期間で少しでも経験値

を上げたいということで、今いろいろ試みをしています。

現場の OJT、OFF-JT、あとはこのあと出てくるロールプ

レイングとをもっと活用していこうじゃないかと。あと

事例検討も、これはポピュラーな研修ですけれども、こ

れもしっかり集中的にやっていこうじゃないかというこ

とを考えておりまして、トレーニングセンターを⽴ち上

げた次第です。 

旧世田谷児童相談所を活用いたしまして、ロールプレ

イングによる⾯接スキルトレーニングをしっかりやって

いく。あとはゼミナール形式で徹底した事例検討を⾏う。

クラス編成で定期的に事例検討を徹底的にやっていきま

す。これはテキストから取ってきたんですけれども、こ

ういった場⾯設定をして、実際にやってみて、役割を変

えながらスキルを上げていくということをやっています。

これも演習の⼀例なんですけれども、お父さんが体罰を

しているというんですけれども、その⾯接場⾯ですね。

これを演技をしてもらいながら、どう対応すべかなどを、

全体で共有しながら進めているということです。 

これは⾯接技法を例示で出しますけれども、ソリュー

ショントークといって、心理的なアプローチでは有名で

すが、解決の強みに関する対話を持っていこうというも

のです。これもリフレームという手法なんですけれども、

フレームというのは物事を捉える暗黙の⽂脈とか意味づ

けなんですけれども、異なる新たな仕組みを提示して、

未来志向で話を解決していけるんじゃないかという、そ

ういう手法なんですけれども、実際ロールプレイングな

んかも活用しながら⾝につけていく、そういった手法を

考えています。 

この実践型研修の今後なんですけれども、今は新人を

中心に⾯接技法を始めました。これから 2 年目、3 年目

の職員にも広げていきたいんですけど、なにしろ職場が

繁忙なものですから、研修にとる時間がないという、そ

こが悩ましいところなんですが、それでもしっかりやっ

ていきたい。あとメニューも充実していきたいなと思っ

ています。家庭訪問、⽴ち入り調査、そういった場⾯設

定もやっていきたいですし、これは⼀般の企業でも採用

されているそうなんですけれども、即興演劇というもの

も採り入れたいなと思っています。私も実際に⾒ました

けれども、これはロールプレイングもそうなんですけれ

ども、非常に盛り上がるんですよね。なんというか、受

講生は疲れるんだけど⾯白い、楽しいということで、こ

の点は非常に重要じゃないかなと思っています。体で覚

えるということ。そういったことをやっていきたいなと

思います。 

これはゼミナール形式でしっかりやっていこうという

ことで、事例検討をとにかく徹底してやって、俯瞰的な

視点を獲得することもやっていきたいと思っています。

メンタルヘルス、これは処方箋がなかんかない分野です

が、非常に重要なところなので、このあとの議論とかで

深めて⾏ければなと思っています。 

先程の澁谷先生の働きがいの話と重なるんですけれど

も、とにかく児童相談所は何か重大事件があると危機管

理⾯ばかりが強調されてしまうんですね。そうすると手

続き論に陥ってしまうんじゃないかという懸念が私には

あります。だからこそ福祉的アプローチのもしっかりと

⾝につけて、両方の視点で、さっきの「中庸のケースワ

ーク」なんて⾔いますけれども、このバランスのとれは

援助技術を⾝につけほしい。それが働く側のやりがいに

もつながるんじゃないかなと思っています。ワーカー道

なんていう、ちょっとかっこつけた⾔い方していますけ

れども、そういった道をともに歩むというスタンスで、
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優秀な人材、持続可能な人材確保をしていければなと思

っています。 

次のテーマは、もう 15 分なので割愛しますけれども、

こども家庭センターは、これは先程⾔った福祉的アプロ

ーチをもっと重点的に、児童相談所とは違って、きめ細

かくやるべきじゃないかということで、今われわれはモ

デル事業を⾏っておりまして、アウトリーチ支援、訪問

支援はどういうことが有効なのか、エビデンスをもって、

実証していきたいと思っています。⺟子保健と家庭福祉

部門が統⼀のチームを作って、⾯接技法なんかも、エン

ゲージメントを徹底的に結ぶためのノウハウを考える、

そういったことをモデル事業でやっていて、令和 6 年に

は区市町村さんに展開していきたいなと思っています。 

最後なんですけれども、これも澁谷先生のお話と重な

るんですけれども、本当に子どもの最善の利益をもっと

実現するには、社会的コストのかけ方について、価値観

の変換が必要なんじゃないかなと思います。今 DX 化と

か効率化とか、高速でいろんなことが動いていますけれ

ども、人材育成や対人サービス、ケアなど対人サービス、

福祉にかかる分野については本当に手間暇がかかります。

われわれはそのことを今⼀度覚悟をもって、時間とお⾦

を投入し直さなきゃいけないなと思っています。これは

⼀人ひとりが考えていかないといけない問題だと思いま

す。あと、支える側の幸せ感。これは福祉に携わる人は

おしなべてだと思うんですけれども、⾃分がある程度の

幸福感とか健康感を感じていないと良いケースワーク、

良い福祉なんかできないと思っていまして、それをどう

やって実現させていくがが、人材確保・育成の重要なと

ころだと思います。話は以上です。ありがとうございま

した。 
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シンポジスト 

 太田 ⼀平 
（中部児童養護施設協議会 会⻑、 

NPO STARS 代表理事） 

 

 

 
ただいまご紹介に預かりました、私は児童養護施設、

⼋楽児童寮の施設⻑をしております太田と申します。よ

ろしくお願い申し上げます。私は全養協の研修部⻑を 12

年間勤めさせていただきまして、児童養護施設の職員の

人材育成という、その畑をずっと歩んでまいりましたの

で、今日こうしたテーマで発表の機会を与えていただけ

たものと解釈をしているところでございます。 

これは全養協に今児童養護施設からの提⾔、特別委員

会報告というものがございます。特別委員会がございま

して、私もそこのメンバーでこの 1 年間児童養護施設か

らの提⾔ということで議論を進めてまいりました。児童

養護施設は今大変な子どもが多いということを⾔うんで

すが、じゃあ具体的にどう大変なのかということを、き

ちんとしたエビデンスに基づいて大変さを可視化してい

こうということで、CBCL の⾏動チェック表というもの

を用いて、科学的に何がどう大変なのかということを分

析したデータでございます。これを⾒ますと、今児童養

護施設に入所しているケアニーズの高い子どもたちの実

態調査結果ではございますが、これは全国 19 施設の

598 名の子どもさんを対象にした調査でございます。こ

の調査の結果によりますと、いわゆる境界域の子ども。

この境界域の子どもというのはどういう子どもさんかと

いうと、精神科への通院までは必要ないけれども、大変

難しい子どもさん、こういった子どもさんを境界域と定

めております。そして臨床域というものは、何らかのか

たちで精神科の通院をしていたり、医療の関わりを必要

とする子どもさん。そういった境界域と臨床域、両方合

わせますと、なんと総合得点で 55.7 パーセントの子ど

もが境界域、あるいは臨床域の子どもさんが今児童養護

施設には入所しているんだ、ということが結果として分

かったことでございます。 

そういう意味で、今児童養護施設で生活している子ど

もたち、その約 6 割が被虐待児、虐待を経験した子ども

さんたちを施設でお預かりしているという、そういった

実態がございますが、そういった子どもさんたちを実際

にケアしている職員、今全国に 605 の児童養護施設がご

ざいまして、そこには 2,300 人ほどの職員が従事してお

ります。そういった職員さんたち、なんと 3 年未満の離

職率が 36.3 パーセントございます。そして 5 年未満の

離職率になりますと、53.3 パーセント。辞めていく職員

さんの理由が、20.7 パーセントが、ほかにやりたい仕事

があるから、ということです。せっかく児童養護施設と

いう施設を志して就職していただいた職員さんが、なん

と 3 年未満に 36.3 パーセントの職員さんが早期退職を

している、というのが実態です。いわゆる適職感覚とい

うものをつかむ前に離職してしまっています。社会福祉

の世界では、児童養護施設というのは⽐較的早期退職率

の高い分野だと⾔わざるを得ません。 

その結果、これは全国の児童養護施設協会の調査研究

部が調査した結果でございますが、今児童養護施設の平

均勤続年数は、平均で 7.7 年といったデータが出ており

ます。従いまして、⾔い方は大変適切ではございません
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が、素人の職員集団が、スペシャルニーズの子どもさん

たちをケアをしているというのが、実は今の児童養護施

設の実態だということであります。ベッテルハイムの⾔

葉ではありませんが、愛だけでは足りないと。そこに必

要なものは、それを伝える技術である、ということで、

児童養護施設職員の専門職として在り方というのが今大

変問われているところであります。 

ではその 55.7 パーセントが境界域、あるいは臨床域

の子どもさん、こういった子どもたちを施設ではどうい

ったケアをしているのかということでございますが、今

児童養護施設で子どもたちが抱えている課題の深刻さ、

これは虐待を受けたことによって、大変子どもたちが傷

ついた、そういった状態で施設に入所してまいります。

愛着形成不全の阻害された心理的発達の回復、あるいは

心的トラウマを抱えたお子さんへの適切なケア。これは

ある意味心理的な治療を必要とされている子どもさんた

ちであります。 

児童養護施設では、いわゆる児童虐待から子どもを安

心安全な場所に保護するということは、これはもう第⼀

義的な大きな使命でございます。そしてそこで、施設で

安心安全な生活を確保していく。日々の生活をきちんと

保障をしていく。これがいわゆる生活支援というところ

の、家庭的養育といった使命が 1 つございます。それと

同時にもう 1 つ、虐待で傷ついてきた子どもさんたちで

すから、こうした子どもさんたちにきちんとした心のケ

アをしていくという治療的支援。これが今児童養護施設

には臨床心理士というものが配置されておりますので、

そういった臨床心理士による心のケア。こういった生き

ていくための、生活の場⾯。そしてもう 1 つが、傷つい

た心のケアをしていく治療的支援。こういった支援が統

合された生活。こうしたものが今施設の営みの中で展開

をされています。こういった統合された環境療法的なケ

ア、これを私たちは生活臨床という⾔い方をしているわ

けですが、何気ない当たり前の生活を意図的に、それを

毎日の日々の営みの中で構築をしていくということは、

実はこれは簡単なようで、こんなに難しい専門性が求め

られている高度な生活の営みはないと私たちは思ってい

るところでございます。ではこういった専門職として人

材育成をどういうふうにしていったらいいのかというこ

とが大きな課題でございます。 

人材育成というのは、これは月並みな⾔い方でござい

ますが、人材確保、定着、育成というこの 3 つの段階が

ございます。この 3 つを総称して人材育成と⾔いますけ

れども、私たちは人材確保というところを、適切な人材

を惹きつけているかということでございます。今どこの

施設も人材、人手不足というのは本当に深刻な状態でご

ざいますから、人材確保をめぐっては、粗製乱造でもい

いから採用するということはいけないことなんだと。粗

製乱造でもとにかく人さえ確保すればいいんだ。そうい

う考え方を持たれる施設⻑さんも中にはいらっしゃいま

す。いやそうじゃないんだよと。やっぱり質が大事なん

だよと。質を確保するためにはきちんと良い人材を⾒つ

け出さなければいけないという、まさしく⼆局対⽴的な

意⾒でございますが、私は別に資格がなくてもいいと、

人さえ確保できればいいと、そんなふうに思っているわ

けではございません。しかし人材が不足しているという

のも事実でございますから、いかに無資格の職員さんを

いかに有資格者に育てあげていくかという、そういう仕

組みがしっかりと作られていかなければ、いつまで経っ

ても人材の不足というのは解決できないのではないかと

思っているところであります。 

定着につきまして、先程澁谷先生のお話がありました

ように、働きがいのある環境。そして働きやすい環境。

⽐較的新人さんの職員のうちは、働きがいのある環境と

いうことを求めていきます。しかし年数が経つにつれて、

キャリアを積んでいくにあたって、やっぱり⾃分のライ

フスタイルに合わせた仕事の仕方ということが変わって

まいりますから、年数が経てば経つほど、そこには働き

やすい環境というものをきちんと確保していかなければ

いけないというふうに思っているところであります。 

そして私が研修部⻑を務めているときに、全養協とし

て研修体系の構築ということを手掛けました。これは子

どもの虹の増沢高先生のご協⼒をいただいて、3 年がか

りで全養協としての児童養護施設の職員の研修体系を構

築しました。まず日本の社会的養護の水準を⼀体どこに

持っていくかということが明確になっておりませんでし

た。児童養護施設で私たちが現場のノウハウを体系化し

ていくためには、養育を科学的に分析できるものにして
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いかなければならないと、そういうことを思いました。

そうでないと施設職員の専門性は担保できないんだとい

うことです。しかし残念ながら、私たちの社会的養護の

世界は介護と同じように、思いやりの心で、とか、心を

込めて、といった情緒的な世界だったんですが、形式知

化することで、そうしたエモーショナルな⾯とは別に機

能的な⾯が追求されていかなければならないだろうとい

うふうに思っております。 

児童養護施設の現場のノウハウを体系化していくため

には、養育を科学的に分析できるものにしていかなけれ

ばなりませんが、その点では施設の職員も考え方が当時

まとまっておりませんでした。実は養育は科学的に体系

されていくべきだという意⾒と、養育は愛情と人間性で

やるものだ、という意⾒は、まるで水と油のような、お

互いに相容れないものでございました。しかしそれが施

設の専門性を拒んでいたのではないかというふうに私は

その当時考えておりました。そういうことで、全養協と

して、児童養護施設の職員像たるものは、というところ

から議論を始め、そしてその中で児童養護施設の専門職

として学ばなければならない研修体系を構築いたしまし

た。 

そのとき作ったものが、児童養護施設の職員が学ばな

ければならない専門領域、当時平成 28 年度の事業でこ

れを⾏いましたので、その当時児童養護施設職員が最低

限学ばなければならない専門領域というのは 8 領域ある

んだ、ということにいたしました。そしてその 8 領域を

6 階層、この階層というのはキャリア年数によってその

8 領域の中⾝が深まっていくという、そういう体系づく

りをいたしました。実はこれは体系を作っただけという

ことでございまして、結果としてはその骨組みを作った

だけでございます。人材育成をしていくときに必要なこ

とは、その体系に基づいて、それを教えるテキストと、

それを教える指導者、この両方をきちんと作らない限り、

体系化しただけではそれは功をなさないわけでして、そ

のテキストと、そのテキストを使って教えるべき人材、

指導者。この育成をしていかなければならないというこ

とが大きな課題として今現在まだ残っているところでご

ざいます。 

ここに掲げたのはこれからの児童養護施設の在り方と

いうことで、まず 3K に頼らない。私たちの現場は今ま

でこうした体系化をする前、科学的な体系化を作る前、

それはどういうかたちのものだったかというと、とにか

く⾒て学べ、でした。先輩の後ろ姿を⾒て学べ、です。

カルガモ親子ではございませんが、その先輩の後ろ姿が

もし間違った姿だったとしたらどうなるのか︖若い職員

さんたちは、ああいうふうにやればいいんだ、というか

たちで間違った手法を⾝につけていくわけです。それが

ある意味、施設の負の⽂化を醸成し、そして不適切な萌

芽を招いてしまう結果になるわけでありますから、そう

いった勘や経験、感情、その 3K、そういった人材育成の

仕方はもう通用しない時代だと、どの施設⻑も私は認識

していく必要があると思っております。そういった中で

物事というのは、子どもへのケアもそうなんですが、権

利擁護に基づいた、きちんと⺠主的な施設運営がなされ

ていくということを醸成していくという、そういう施設

の⽂化を作っていかないと、いつまで経っても施設職員

の専門性は向上しないと思っております。 

私はこういうことを⾔うと、太田先生はすぐに子ども

を対象化しているとか、子どもをコントロールしようと

しているとか、そういうふうに⾔われることがあるんで

すが、決してそういうことを申し上げているわけではな

くて、私たちはきちんとしたエビデンスに基づいた正し

い手法というものを技能として、施設職員として⾝につ

けていく。先輩の間違った経験則に学びを求めていくの

ではなくて、正しい安全、安心な科学的な手法というも

のを学ぶ体系化づくりなくして、施設職員の専門性とい

うのは成り⽴たないんだろう、と思っているところであ

ります。と同時に、私たちのこの専門性というのは必ず

や地域の子育て支援というものに使って、活用していく

ことができるというふうに思っております。児童養護施

設の機能として、1 つが個別的養育機能。そしてもう 1

つが地域支援機能。これらの 2 つの機能のその先にある

のは、地域の子育てに対する支援拠点機能になり得ると

いうことでございますから、児童養護施設が社会化して

いく、普遍化していくためには、地域支援の専門機関と

して育てていくためには、私たちはケアワーカーとして

の存在だけではなく、コミュニティソーシャルワーカー

として存在する必要があります。そういう意味では地域
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共生社会という視点からも、私たちのこれからの人材育

成というのは、ケアワーカーからコミュニティソーシャ

ルワーカーの育成というところまで視野を求めていかな

ければいけないと思っております。 

今度新しく子ども家庭ソーシャルワーカーという新資

格制度ができると伺っておりますが、大変現場の職員さ

んたちにとってはハードルの高いものでございます。

100 時間の研修時間を求められている。専門性を高めて

いく、担保していくためにはそれはとても必要なことだ

と思いますが、現場はそれを受講する余裕がありません。

そういう意味では児童養護施設の職員の研修体系の中に、

きちんとサバティカル制度というものを採り入れた体制

づくりが私は必要ではないかと思っております。1 つの

例でございますが世界に目を向けますと、フランスは 11

人以上従業員がいる企業さんは、必ず常勤職員の総人件

費の 1 パーセントは研修費に充てることが法律で定めら

れていると聞いております。そういった人材育成には時

間とお⾦が掛かるんだということをぜひともお伝え申し

上げまして、私の発表と代えさせていただきます。ご清

聴ありがとうございました。 
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シンポジスト 

⻑田 淳子 
（⼆葉乳児院 副施設⻑、 

フォスタリングチーム統括責任者） 

 

 

 
東京にあります社会福祉法人⼆葉保育園、⼆葉乳児院

の⼆葉・子どもと⾥親サポートステーション、⻑田淳子

と申します。どうぞよろしくお願いします。私のほうは

⺠間フォスタリング機関における取り組みということで

人材育成のお話、触れていきたいと思います。 

はじめに⼆葉についてですけれども、法人内に児童養

護施設、また保育園、そして⾃⽴援助ホーム等を有する、

児童に特化した施設、法人団体になっております。その

中で乳児院のほうが⾥親支援機関事業を 3 カ所、都⽴江

東児童相談所のフォスタリング機関事業、都内 5 カ所の

特別区の児童相談所のフォスタリング機関を受託してお

ります。また児童養護施設のほうで 1 カ所、多摩児童相

談所のフォスタリング機関事業を受託しております。 

⼆葉乳児院の職員体制ですが、現在乳児院本体全部で

120 名ほどの職員なんですけれども、うち 41 名がサポ

ートステーションのフォスタリング機関の専任スタッフ

となっております。また乳児院本体の専門職、⾥親支援

の専門職を入れますと 44 名の専任スタッフが⾥親支援

のほうに従事しております。 

フォスタリング機関のガイドラインを少し振り返りた

いと思います。フォスタリング業務の目的は、より多く

の⾥親さんを開拓して、⾥親さんとの確かな信頼関係を

基盤に、⾥親さんの養育能⼒を⼗分に引き出して伸ばし、

そして子どもがその地域で安心、安全に生活することを

支える、というものになります。本来のフォスタリング

業務というのは、児童相談所のほうが担当されますけれ

ども、⺠間のほうに委託可能というかたちになっており

ますし、⾥親さんのリクルートやアセスメント、⾥親登

録前後の研修、そして子どもと⾥親さんとのマッチング、

委託中支援、委託成⽴後解除、委託解除のあとの子ども

の支援に至るまで包括的な⼀連の支援を⾏うことが可能

となっております。そして⺠間フォスタリング機関は受

託を受けて、児童相談所とともにその支援にあたること

となっております。 

私たち⼆葉フォスタリング機関の体制イメージです。

本体に事務所がありまして、支援機関事業のスタッフの

都内全域の⾥親さんに対する研修を受託しておりますの

で、そういった全 15 講座の研修等の担当者、また⾃⽴

支援の相談員スタッフが事務所におります。それ以外の

スタッフは 9 か所の児童相談所に 2 名から 8 名体制でそ

こに机を置かせていただいて業務にあたっています。こ

れは全国的にもとても珍しいものではありますけれども、

開設当初、個人情報の取り扱い等含めて、児童相談所の

職員さんと⼀緒に連携をして、本当に横で話をしながら

ケースを進めていったほうがより子どもと⾥親さんにと

って安心、安全に支援ができるのではないかという東京

都の視点から、私たちの机を置いて⼀緒に業務にあたっ

ております。 

これが⼆葉・子どもと⾥親サポートステーションの組

織図になります。これが東京都のほうの児童相談所の組

織図になります。それぞれの専門職種が 2 名から 8 名体

制で児童相談所内に入っております。また荒川区児童相
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談所については、4.2 名のうち 3 名が新たに荒川区内で

開設します児童養護施設のスタッフになります。その施

設の職員さんを先にこの 3 年間をかけて研修派遣、出向

というかたちで私たちのチームに招き入れて、⼀緒に⽴

ち上げを⾏って、来年度 4 月からは完全にこの児童養護

施設さんに移⾏するというようなかたちで運営を⾏いま

した。これは受託当初からこういったかたちでやりたい

と荒川区さんからもお話をいただいておりましたので、

3 年をかけて⼀緒にどんな支援ができるか、その地域の

⾥親さんと子どもにとってどんなことが大事かというの

を⼀緒に検討をして、⾏っております。 

これが東京のチーム養育体制になっております。ここ

10 年で専門職は多くなっている中で、⾥親さんからする

と、どの職種が誰かも分からないんですね。いろんな方

が異動されたりとか変わると余計分からなくなりますし、

職名もだんだん分からなくなっていきます。なんとか支

援員と⾔われてもちょっと分からない、と⾔われること

も多くありますので、私たちもこのマップを作るときに

も子ども向けに、なんとかさんだよ、という顔写真を入

れながら説明をして、何をする人かということを明確に

しております。特に特別区等のフォスタリング機関では、

⾥親家庭に 2 名体制で担当つきまして、その人が中心に

このご家庭と子どもに関わりますよということをお伝え

しながら、継続的な支援を⾏っております。 

取り組み事業についてです。それぞれの事業にスタッ

フがつくかたちで担当を⾏っております。区によって強

みを生かす事業であったり、それぞれの事業内容は少し

異なっておりますが、都内均⼀で差がないようがかたち

で事業を担当しております。 

冒頭に、フォスタリング機関は包括的な支援というふ

うにお伝えしましたが、⼆葉のフォスタリングチームも

包括的な支援を目指して担当しています。広報、リクル

ートについても、なってもらう支援と知ってもらう支援

というところで、地域の関係機関さんや住⺠の方に知っ

てもらうという取り組みも含めて対応をしております。

また研修については認定と必修研修や、個別のトレーニ

ング事業、未委託家庭さんに個別に合わせたパーソナル

プログラムの研修を⾏ったり、テーマ別の研修を⾏って

います。また登録調査については、訪問調査、そして調

査書作成に至るまで、児童相談所の方と連携をして作成

をしています。そしてマッチング、交流支援、委託後支

援、障害児委託促進事業等を担当し、そのほか⼀時保護

の支援や相談援助、心理支援等を⾏っております。対象

家庭は養育⾥親さんだけではなく親族⾥親さん、そして

専門⾥親さん、養子縁組成⽴後家庭、養子縁組⾥親さん、

全ての⾥親さんが対象となっておりますので、それぞれ

の⾥親さんと子どもの事情に合わせてサポート体制を組

むかたちになっています。 

また⾃⽴支援のほうがこの 3 年で新しく業務としてな

ってきましたので、中学生以上の子どもたちに対するリ

ービングケア、そして⾃⽴後のアフターケアということ

で、若者と⾥親家庭への支援も⾏っています。⼀番下に

養親家庭支援と書いていますが、養子縁組成⽴後家庭の

ご家庭についても担当をしておりますし、地域によって

は地域の⺠間斡旋団体から子どもが来たケースについて

も支援を⾏うというかたちで受託をしている地域もあり

ますので、全ての⾥親家庭でサポートができるように⾏

っています。 

ただ、これだけの包括的な支援を⾏うことになります

ので、いろんな職種が必要になります。⼆葉の現状とし

ては 41 名専任スタッフ中、もともと乳児院のほうにい

たスタッフは 9 名になります。児童養護施設等同じ法人

内にいたスタッフが 3 名ということで、多くの職員が新

しく新規採用している職員になります。そしてこの 3 年

で職員数が 3 倍以上になっていますので、毎年新人さん

が入ってきて、養成をしていくというかたちになってい

ます。ただ前職様々な経験をした方がたくさんいらっし

ゃいますので、看護師さんであったり⼥性相談、教職員、

⾃⽴支援や障害福祉分野、ホームレス対策等やっている

職員が⾃⽴支援のスタッフになったり、トレーニング事

業のほうは保育士等が従事することになっていますので、

様々なその前職の経験を生かして、その職員にとって⼀

番いい場所に、⾥親さんの支援にとって、⼀番このチー

ムに入るなといいなというところでチーム分けをして入

っております。そして心理有資格者も 9 名おりますので、

ほぼ各児相に 1 名体制で入っていまして、ライフストー

リーワーク含めて、子どものプレセラピー等、児童相談

所と連携して⾏っているところです。 
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そしてフォスタリング機関スタッフの採用と人材育成

についてなんですけれども、採用に際しては⾥親支援に

対する考えがどんな考えかというところを大切にしてい

ます。そしてチーム養育ですので、チームでの業務が可

能かの適正を⾒させていただいて、⼀緒にお話をしなが

ら採用を決めております。なので、それまで⾥親支援等

携わったことがない方でも、⾥親さんや子どもに対する

視点が、私たち⼆葉乳児院の視点と同じものであれば採

用していきたいと考えています。採用後、⾥親制度等に

関連する資料や、専門職倫理規定の再確認をみんなで⾏

っております。 

入職当初は、法人の新人研修や乳児院の業務新任研修、

個人情報取り扱い研修やチームビルディングワーク、ケ

ースワーク等を⾏っていますし、実際に各児童相談所に

入っていくことになりますので、OJT を利用しながらそ

れぞれ学んでいくことになります。ただ、初回入って当

初のときには個人情報取り扱いや相談援助業務をすぐに

することはとても難しいので、まずはチューター制度や

先輩につきながら、学びながらやっていくことになりま

す。入職以降は個々の専門性に合わせた研修を受講して

いただきます。年に 2、3 回は⾃分でやりたい、⾃分を

伸ばしたい研修を選んでくるようにと伝えておりますの

で、1 個から 2 個、それぞれが伸ばしたいこと、アドボ

ケートのことであったり性教育であったり、そういった

ことをそれぞれの職員が何かしらつかんできて、その学

んだことを全体ミーティングで発表してもらって、私た

ちが情報共有をするかたちにしています。また入職以降、

スーパービジョンや全体ミーティング、事例検討等を年

複数回⾏っているところです。 

全体ミーティングは年 3 回、41 名全員集まります。

その中でロールプレイであったりとか、前回はインテー

クの⾯接のロールプレイをしました。⾥親さん側、⾥親

希望者側になって、聞かれたことどう思う︖こういうふ

うに聞かれたとき、訪問って 2 時間、3 時間かかるんで

すけれども、訪問調査のときに 2 時間、3 時間かけてそ

の話を聞き出される当事者の人たちにとってはどんな気

持ちか、というところを実際体験しながら、じゃあこん

なふうな聞き方がいいんじゃないか、というのをグルー

プで話し合うことになっています。 

またワーキンググループを⾏っております。私たち、

やっぱり難しいこともたくさんありますし、まだまだ知

らないこともたくさんありますけれども、職種と専門職

として入っている以上は、⾥親さんに対して丁寧に取り

組まなければいけませんので、子どもの権利ノートのチ

ームであったり、キッズプログラム、ライフストーリー

ワークの専門スタッフグループを作って、その中でどう

したらいいかということを整理し、本にしたりハンドブ

ックにしたり、実際のプログラムとして提供したりして

おります。また個別としては希望者によって個別のスー

パービジョンや、土曜日や日曜日を使ったフォスタリン

グ機関の事務室勤務の中でそれぞれが困っていることの

共有をしながら、何ができるかというのを考えるように

しております。 

フォスタリング機関職員として経験をかたちにしてス

キルにする、というふうに書いておりますけれども、基

本的知識+これまでの職種、経験等を伸ばすことも大事

になってきます。全ての職員は認定にかかる研修、⾥親

さんの研修を全て受講してもらっています。その中でど

んなことを聞いてきたか、⾥親さんがどんなふうに聞い

ているかということを学んでいただいて、そして困った

ことや難しかったことをそのままにせずに話し合って、

できること、やりたいことをかたちにします。なので私

は、個別⾯談を職員としますけれども、仕事楽しい︖っ

ていつも聞きます。思った仕事だった︖困っていない︖

それで職員が苦しかったり楽しくなければ、適切な⼀番

良い支援はできないと思っていますので、大変だったら

ちゃんと⾔ってね、ということも伝えながら取り組んで

います。また新規⽴ち上げ団体の職員さんの出向、先程

荒川区の話もしましたけれども、そういったスタッフを

受け入れて、⼀緒に学び合いながら次に巣⽴っていって

もらうような取り組みも⾏っておりますし、⾒学者等の

受け入れも⾏っております。そして⾥親支援専門相談員

さん含め、各種関係機関の方に集まっていただいて、現

在コロナ禍でなかなかできていませんが、毎月集まって

いただきながら今の課題整理であったりとか、困ったこ

とどうする︖っていうような打ち合わせを⾏っています。 

これが私たちが、その困ったことをかたちにするとい

う中で作り出した子どもと⾥親のためのサポートハンド
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ブックの、⾥親会さんのテキストにしていただくことも

多いんですけれども、こういった本を助成をいただきな

がら作成したり、また今回⾥親家庭のための子どもの権

利ノートということで、⾥親さん向けのガイドブック、

あと小学校中学生向けのもの、幼児さん向けのものを作

成して、実際に子どもにどんなふうに伝えていったらい

いかということを学び合うようにしています。それを年

3 回、複数回の全体のミーティングやスーパービジョン

の中で振り返りをし、特にスーパービジョンではその⾃

己覚知というか、私たちはどういう気持ちで、どんなふ

うに何を目指して、何を大切に業務にあたっているかと

いうことをみんなで確認をし、振り返るような時間を多

く持っております。 

最後に、⾥親制度は今大きな転換期で、様々な事業で

あったり支援が増えていますけれども、逆に職種も増え

て、ちょっと分かりにくいところもあります。同じ業務

をずっと丁寧にやり続けるということができずに、新し

いものをどんなふうに獲得していくかというのも、職員

が悩みながらやっているところです。でも様々なニーズ

のある子どもを支えるために、やはり⾥親さんとみんな

で考え、いろんなアイデアを出しながら⼀歩⼀歩、歩み

を進めていくことが大切になりますので今後⾥親支援セ

ンターになった以降も継続的に支援をしていきたいと思

いますし、また東京都というかたち、特別区というかた

ちではなくて、全国規模でフォスタリング機関って何だ

ということを全体で考えながら、⾥親さんの支援や子ど

もにとって何が大事かというのを考えていけるといいな

と思っていますし、それが私たちにとってもまた多くの

学びになるかなと思っているところです。以上になりま

す。ありがとうございました。 
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シンポジスト 

矢野 茂生 
（特定非営利活動法人 

おおいた子ども支援ネット 理事⻑） 

 

 

 
どうも皆さんこんにちは。ほとんどはじめましての方

だと思うんですが、大分県からまいりました、おおいた

子ども支援ネットの代表をしております矢野と⾔います。

昨日、過去大分県にいらっしゃったこども家庭庁準備室

の参事官の⼭口さんが、ちょっとお名前を出していただ

いたということで、あとこのシンポジウムのコーディネ

ーターの相澤先生も大分大学だし、杵築市⻑の永松市⻑

もいらっしゃると。大分に囲まれる中でどうなのかなと

思ったんですが、相澤先生のほうから⾔いたいこと⾔っ

ていいよと⾔われたから、何か話の中でいろいろ苦情が

あったら全て相澤先生のほうに最後投げていただけたら

ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

では私のほうからは、主に若者支援という分野になる

んですけれども、どういうことからお話しようかなと思

ったんですが、時間の限りもありますので、うちの法人

のことだけまず最初に簡単に。実は僕の原風景というか

背景は、ずっと⻑年児童⾃⽴支援施設というところで専

門官をやっておりまして、そこで非⾏とか犯罪少年、そ

ういったものが僕の中心軸にあります。その非⾏少年た

ちとずっと触れ合う中で、すごく大好きな施設だったん

ですけれども、あるときすごく深刻なケースと出会いま

して、いくつかの都道府県と⼀緒になってサポートして

いかなければいけないケースがありました。そのケース

に出会ったとき、例えば⾃治体ごとにかなり福祉のデザ

インが違ったり、司法のデザインも違ったり、それから

私たちが目にする子どもたちが、児童⾃⽴支援施設に来

るということは、児童相談所か家庭裁判所から来ますの

で、何もなかったら来ないわけですよね。 

それで 40 歳の頃に大学院に進学して勉強したくなっ

て、私が受け持ったケースをどんどん探っていったら、

実は妊娠期からなんですけれども、その子どもやご家族

がいろんな困りを抱えて、公的機関や⺠間団体、いろん

なところにアクションを起こすんですけれど、それがな

かなかミスマッチで、アクション起こすのも疲れちゃっ

たよね、みたいな中で子どもたちが非⾏に走って、預か

るという子どもたちが多かったこと。もう 1 つは、社会

的養護の話がありますが、なんでこんな状態で社会的養

護に関わらなかったんだと逆に思うケースがたくさんあ

るわけですよね。さらには社会的養護の団体からなれば、

これは変な意味ではないんですが、施設にミスマッチを

起こして、ほかの子どもたちとの共同生活もあるので、

施設の利益を阻害しちゃうというか、今施設には置けな

いんだ、というそういう苦しみで預かるケースとか、そ

ういうケースが非常に多かったこと。そして施設の中で

は、最後抱き合って、頑張れよみたいな感じで送り出す

んですけれども、その次僕が会うのは少年院とか、⼀番

ひどいときには葬儀場ですよね。そういうケースも多々

⾒てきました。 

だから僕の中で 1 つ大きな⾃分の問題点があって、そ

れぞれの施設やいろんな場所で専門的にたくさんの支援

が⾏われているけれども、子どもたちや若者、もしくは

家族の困難って結構地続きだよねと。そこをどうやって

社会的にサポートしていくんだ︖みたいなことが⾃分の
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1 つのフックがかかっているところです。それで今、55

になるんですが、47 のときに県を退職して、たくさんの

仲間に恵まれて作った法人がこの子ども支援ネットとい

う法人です。⾒てもらったら分かるように、幼少期から、

未就学の児童発達支援センターからずっと総合相談のと

ころまで、縦に⻑い、ライフコースによってサポートで

きるような、そういう法人体系を作っています。 

いろいろ課題もあるんですけれども、今現状、大体大

分県の規模感なんですが、各地域の実情に応じてデザイ

ンも違うと思うんですよね。大分県は人口が大体 110 万

ぐらいで、大分市、中核市に 48 万ぐらいが集まってい

て、1 万人、2 万人、3 万人の町もたくさんあります。

だから地域によってかなり、これから市町村のほうにい

ろんな政策が向いていくというのはまさしくそうで、国

が書く大きなデザインと、それを受けた⾃治体のマネー

ジメントと、市町村域で書くデザインというのはその地

域の実情にしっかり応じたデザインじゃないといけない。

そんな中で大分県の私たちの規模感は、県全体では 110

万、そのぐらいの規模感の中でこのような事業をしてお

ります。県では多分大きめな NPO で、職員は大体 60 名

ぐらいの有給職員がいるということになります。 

私も、先程中核の話をしましたけれども、児童⾃⽴の

頃から上手くいかないなとかいろいろ思っているのは、

ここがまずフックで、日本のそもそもの福祉制度が属性

とリスクによってデザインされていると。これが悪いと

かいうわけではないです。当然こうなりますよねと。属

性というのは子どもとか高齢とか障害とか。リスクとい

うのは虐待とか要介護とか。このリスクと属性の組み合

わせの中でいろいろな制度設計がされてきて、ただこう

いうふうな制度設計であっても、ちょっと前の日本の社

会はコミュニティが豊かで、結構地域で解決することが

多かったわけですよね。隣でわーって大きい声が上がれ

ば、どうしたの︖みたいな。でもそれがどんどん小さく

なっていって、時代がどんどん変化していくと、これだ

けではなかなか突破できない部分がたくさんあるんじゃ

ないかと思っていまして、そこで地域共生だとか、いろ

んな⾔葉が叫ばれるんですけれども、結構属性にどっぷ

り浸かっている人たちが地域共生という話をするので、

ごめんなさい、属性にどっぷり浸かりながら地域共生と

⾔われても、ちょっとちょっと、みたいな感じは僕が実

はするんですよね。 

この属性とリスクをどうやって突破していくのか︖例

えばヤングケアラーなんていう話は、ケアラー状態にあ

る子ども、若者がお⺟さん、お父さんが例えば精神障害

だったら、⼀家まるごとサポートしていくときにはいろ

んな場⾯の属性を突破しなきゃいけない。でもそれを集

めるというのはまだ簡単ではない気がしますよね。だか

らこども家庭庁のこれからの創設と機能には、すごくそ

の辺の属性とリスクを、乗り越えていくのは僕は現場と

思っていますので、現場が乗り越えていけるような柔ら

かいデザインを作ってくれたらありがたいな、なんてい

うことを思ったりしています。 

これがうちの法人で、ソーシャルワークをする上で⼀

番大事にしていることなんですが、何しましょうか︖と

か、どうしたらいいですか︖とか、手続きみたいな話で

すね。手帳持っているか調べて、とか、IQ がちゃんとと

れているか⾒て、とか、そういった話が非常に多いんで

すけど、その前に、ちょっと待て待てということで、人

材育成にも関わるかもしれませんが、僕は⼀番大事にし

ているのはイメージの共有というところで、理解の仕方

が違うとたどる方向が違うので、斜め 45 度ぐらいに 30

メートルぐらい突っ走っちゃうともう戻るの大変だ、み

たいな状況ですよね。なので、どうやって理解するのか。

イメージの共有をするのか。そこがすごく大事なような

気がしています。 

ちょっとアフターケアの事例を書いていますけれども、

アフターケアの全国ネットワーク、えんじゅというとこ

ろの副代表もしていまして、そのアフターケアの事例の

中でたくさん⾒ると、そもそも社会的に養育環境に入っ

た子は、そもそもそこを退所した子は、みたいな、そも

そも論の話をたくさんしていくと、今私たちの目の前に

いて、なんか暴れているかもしれない。なんかわーわー

⾔っているかもしれない。でもその子の実像をどの角度

からどうやって⾒るのか、みたいなところを共有してい

ければ、いろんなフックがかかっていきます。実は僕は

⾃⽴支援という⾔葉も結構曖昧で、不思議な⾔葉だなと

思っています。この謎の⾔葉もイメージはまだ謎なので、

この辺の⾔葉も現場の中で上手くいつか伝えることがで
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きたらいいな、なんていうことを思ったりしています。 

そこで、足早ですけれども、うちの総合相談のソーシ

ャルワークの部分でやっている事業から今日はいくつか

事例を紹介しながら、今日のテーマに迫っていければな

と思います。大分⻘少年総合相談所という、この総合相

談所という名前、どうにかならないかって皆さん思いま

せんか︖これは県のいろんな大人の事情があるみたいで、

すぐ変えてくれって⾔ったんだけど、知事が辞めるまで

待ってくれ、みたいな。大分県の皆さん、すいません。

今年度知事は退任されますので。総合相談所なんて書い

たら最初から来ないんですよね。なのでこの名前をなん

とかしようと思っていますので、これはきっと今年限り

の名前になるような気がしております。 

ここで、子ども・若者総合相談とひきこもり地域支援

センターとアフターケアセンター、この 3 つの機能がう

ちの法人が持っている機能で、サポステさんは違う法人

がやっていますが、同じところに⼀緒に同居しています。

それで切れ目なくサポートを受けれるように、というふ

うにしているんですけれども、⽴て付けはこうなってい

ますと。あとは WEB を利用した相談とか、市町村と⼀

緒にやるものも、この辺話すと⻑くなるので、こういう

こともやっていますということになります。社会的養護

⾃⽴支援事業と、子ども・若者育成支援推進法の背景に

ある子ども・若者総合相談と、僕らが⼀番属性を突破し

たいと思っている法人なので、実はケアリーバーなんて

いう⾔葉もあまり使いません。若者と⾔っています。障

害があって来たのも若者です。たまに私も若者に入れて、

っておばちゃんも来るんですけど、あなたは違いますと

いう感じでそこは⾔うんですけど、みんな若者というく

くりで話をしています。 

ソーシャルワークの中で僕らが大事にしているのは、

僕らで全てできることはほとんどない。つまり、どんな

人たちと⼀緒に手をつないで、誰と⼀緒にやっていくか

ということをすごく大事にしていて、ここもイメージの

共有なんですが、時間の限り、3 つ紹介します。1 つ目

は市町村との協働で、これは永松市⻑のほうからもあと

であるかもしれませんが、杵築市と⼀緒にやっているき

つきプロジェクト、今名前がちょっと難しい名前になっ

ているんですが、こっちのほうが呼びやすいので、きつ

きプロジェクトというのをやっています。もともとは社

会的養育環境、児童養護施設、⾥親さんのところにいる

小学校、中学校、高校生のキャリア教育みたいな。要す

るに地域の産業に触れてみるというイメージで始めまし

た。地域のほうから⾒ると、杵築市の主幹産業である農

業の後継者がいない。人口も減っていくというときに、

2 つの問題をセットに合わせるかたちで、真ん中でイメ

ージを作るということで、養護施設の子どもたちや若者

たち、そして杵築市の農家さん、それぞれが動きながら

調整して、最終的には先程の⻘少年総合相談所に来る事

例も入れながら、農業体験みたいなものをやりながら、

そして生活が必要であれば暮らしの体験、うちはアパー

トを持っていますので、杵築市の中にあるアパートで⼀

人暮らしの体験とかもしながら、最終的にインターンシ

ップに進んだりとか、就労につながったりとか。 

実は 7 年間このプロジェクトはもうやっていまして、

コロナがあって去年今年はほとんど止まっちゃったんで

すけれども、7 年間で 199 名の子どもたちが体験に参加

して、そしてインターンシップは 5 名の子がインターン

シップに進んで、うちは新規で就労した子が 2 名、途中

でセカンドキャリアで農業に就労した子が 2 名、計 4 名

が就労しました。ただ今はそれぞれいろいろあって、ず

っと続いているのは、3 年以上続いているのは 1 名にな

っています。でもその他の子もみんなそれを足がかりに

して、また相談が横に併設するので、次の職場に、農業

が終わったら終わりじゃなくて、次の職場に全部つなが

っていくということで、これも市町村と⼀緒にやりなが

ら、市のいろんな資源とか、市のいろんな状況を、⼀緒

に手を組みながらやっています。 

すると、こんな感じで新聞に紹介されたりとか、こう

やって報道されたりとかで非常に活動しています。この

写っている A さんという子が今も頑張って続いている子

で、この子は養護施設出⾝なんですけれども、いろんな

厳しい成育歴があるわけです。ところが、この中で 3 年

間続いていて、彼が 1 年目勤めたときに僕らが話に⾔っ

たら、なんて⾔ったかというと、ここに住んでよかった

ですと。この仕事してよかったです、じゃないんです。

まず最初、ここによかったですと。なんで︖と⾔ったら

ば、近所のおばちゃんたちが夕飯のおかずをがんがん持
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ってきて、こんな豪勢な夕飯食ったことがない、って⾔

うわけですよね。だから地域の⼒です。われわれにはで

きない地域の⼒がここにはあるので、そういったかたち

で何か困ったことがあっても、どうしたの︖って聞いて

くれたり、ちょっと下向いている人には、元気ないぞ、

と⾔ってくれたり、そんな地域性の中で彼はすくすく育

っています。今彼は弟や妹が施設にいて、僕は弟や妹、

いつかこっち側に誘いたいというようなことまで話すよ

うな感じの⻘年になっています。 

これが彼なんですけれども、時間がないですけど、⾒

たいですか︖⾒たいですよね。時間 1 分オーバーしても

怒らないでくださいね。ということで、いいでしょう

か︖皆さん⾒たいということなので、1 分間。 

（動画視聴） 

ありがとうございました。すいません、最後まで。と

いうことで、カンペがめくれるような音もちゃんと入っ

ていたと思うんですけれども、このために撮ったんじゃ

なくて、実はこの前にこの動画をどこで⾒せたかという

と、児童養護施設の子どもたちに⾒せました。それを彼

が⾒せてほしいということになったので、その研修会で

⾒せたものをそのまま貼り付けたわけなので、頑張って

います。 

残りも今ビリビリと鳴ってもう 15 分経ったんですが、

足早にあと 2 分ぐらいだけください。今のが市町村と⼀

緒にやっていること。もう 1 つは当事者というか若者た

ちと⼀緒にやるということで、実は⼀昨年から始めたん

ですが、きっかけは私たちがアフターケア事業の中、つ

まり社会的養護の退所した方々との相談事業の中で、わ

れわれが⽴て付けている、もしくは国の制度に⽴て付い

ている事業って、中⾝をどういうふうにデザインしたら

いいんだろうということで、われわれがやるよりも、若

者たちが⼀体何を望んでいるのかということを聞けると

いいよね、みたいなところから始まったのが CONET と

⾔って、Connect and Network という事業を始めまし

た。すると今年度、日本財団が応援してくださって、そ

の若者のうち、ここで働きたいという方を常勤で雇用し

て、そして非常勤でその若者を何名か雇用して、社会的

養育環境退所者と書いていますけれども、CONET プロ

ジェクトということで、やりたいことをやってみようぜ、

つながりたいこととつながってみようぜ、みたいなこと

でやりました。 

すると⼀番最初に彼らは何て⾔ったかというと、⾃分

が巣⽴った以外の施設を⾒たいと⾔ったんです。その次

に、この常勤で雇用している⼥の子は⾥親さん家族の子

で、残り 2 人は施設の子なんですが、いろんな施設を⾒

てみたいと。大分県は素晴らしい養護施設で、全部開放

的に⾒せてくれて、そうか、ほかの施設ってこんなふう

になっていたんだ、みたいなことがすごく勉強になった

と。あとは、この 1 年間いっぱいやっています。ラジオ

に出て広報したりとか、オレンジリボン⼀緒に歩いたり

とか、施設の夕涼み会に⾏ったり、居場所事業をしたり。 

これが僕、すごく大発⾒というか、さすがと⾔ったん

ですが、実はこの子たちの中でお正月が来るとき、矢野

さん、私神社の参り方を知らない、と⾔って。そういう

ことって僕ら知らないんですよ。大人じゃ気がつかない。

それでインスタグラムで発信して、神社に参りたいとか

って結構な希望があって、そしてみんなで神社に⾏ける

みたいな、そういったこともあったわけです。 

こういった事業の中で彼ら同士がつながっていくこと

に、周りの社会はどうやってサポートをしていけばいい

のかっていうことをわれわれに教えてくれています。ど

ういったサポートが必要とか、いろんなソーシャルスキ

ルのトレーニングもやっています。皆さん、今日⼀番大

事 な こ とです よ 。 あとで イ ン スタグ ラ ム であと で

CONET 大分と引いてもらったら、キリンのマークが出

てくるので、今日は皆さん登録をよろしくお願いします。

矢野さん、話すんだったら登録増やしてね、って⾔われ

たらので、それが⼀番大事なお願いで、よろしくお願い

したいと思います。 

あとは就労支援ですね。私たちは就労支援までお題を

持ってはいないんですけれども、私たちここまでしかで

きませんとか、こうなったらあっちに⾏ってください、

とか、なかなかそれが難しくて。というのが、皆さんご

存知でしょうけど、サポートステーション、サポステっ

て、どこかに社会的所属があったら登録できないんです

よ、制度上そうなっていて。なので高校辞めるかもしれ

ないという子はサポステにまだ⾏けない。辞めてから来

てください、となっちゃう。でも大分の中ではその辺を
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上手くやりながら、じゃあ仕事というのは果たしてどの

くらい大変か︖いや、学校に⾏ったほうがいいと思うよ、

みたいなことを⾔いながら、アルバイトをするときに仕

事の切り出しとかいう⾔葉を今使うんですが、3 個目は

地域の企業、というか飲食店企業と⼀緒になって連携す

るというところのファクターです。 

ここの企業をこんなふうに、相談者のスキル、相談者

の経験値によって、もしくはその紹介する場によって、

相談に⾏った者が得る情報が偏らないように、われわれ

のほうで全部こうやってシートにしていきます。中には

動画も作ったりしていまして、こういったシートにして、

いろんな相談場所に来たときに、ここのバイトの体験と

か、ある意味就労の体験とかできる場所だよ、というよ

うな協⼒企業⽂しっかり作って、そしてそれをいろんな

相談所にばら撒きながらやっているという感じになりま

す。 

最後になりますが、いろんなことから今日の人材とい

うところなんですけれども、ソーシャルワークの分野で

考えたら、特に先程澁谷先生からもあったように、すご

く大事にして、変化しちゃいけない、真ん中のすごく大

切な理念もたくさんあると思うんですが、時代に応じて

監修とかしきたりとか⽂化みたいなものだけに囚われず

に、どんどん新しいかたちにデザインをしていく。そう

いったものも僕は必要だなと思っていて、やはり制度と

いうものを上手く機能させていくためには、柔らかく利

用できるとか、隣の制度とか、隣にある⽂化と相互扶助

ができるとか、あとは資格とかいうのも大事なんですけ

れども、資格には僕らは全然こだわっていません。スキ

ルを磨いてほしいと思っていて、人材の流動化も結構大

事なように思います。われわれの人材は、われわれの業

界でしか働けない人になったら大変なので、違う業界か

らもしっかり入ってこれるように。そういう意味でも私

たちは知らないことが非常に多いということを知ってお

こうと思っていますし、ちょっと余談になりますけれど

も、新卒の方なんかも結構うちの法人の⾯接とか、いろ

んな県から来てくれるんですが、そのときに僕らがいつ

も注意しているのは、子どもが大好きなんです、と⾔っ

た人にはすごく注意しています。皆さん、今笑いが出た

人はそうかもしれません。どう理解するかが大事なので、

その人が持っている子どもというイメージ、私たちの前

にいる子どものイメージが違うと多分好きになれないか

もしれません。なので子ども好きで、みたいなところで

も注意しながら、どうやって理解していくか、というこ

とを考えています。 

最後になりますが、うちの事業所がいろんな施設があ

って、その施設の 1 つが、国⽴の大分大学、相澤先生が

いらっしゃる大学のすぐそばにあります。徒歩 5 分圏内

です。なので、これから先の人材とか考えたときに、学

生の間に何がどうできるかも大臣なんだけれども、現場

に出てから、リスキリングの話がそうなんですが、どう

やって学び直しができるんだ︖どうやって補完していけ

るんだ︖そういったところも大事かなと思います。すい

ません、オーバーしました。⻑くなりました。よろしく

お願いします。ありがとうございました。 
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シンポジスト 

 田中れいか 
（⼀般社団法人たすけあい 代表理事） 

 

 

 
皆さんこんにちは。私もちょっと疲れてきたんですが、

最後 15 分だけお付き合いいただければと思います。私

⾃⾝は⼀般社団法人たすけあい代表理事をしております

田中れいかです。本日は本当に様々な社会的養護に関わ

る全国の皆さんの前でお話する機会をくださり、本当に

ありがとうございます。書籍や雑誌等で⾒たことがある

著名な方々がたくさんいらっしゃるので、こうしてシン

ポジストとして登壇するのはちょっと荷が重いんですが、

7 歳から 18 歳までの 11 年間、児童養護施設で生活をし

ていた経験者として、少し主観的な⽴場から、当事者か

ら⾒た職員像についてお話ができたらと思っています。 

本題に入る前に、実はこのシンポジウムの事前打ち合

わせというのがありました。その際にコーディネーター

の相澤先生のほうから、田中さんにはぜひ 11 年間児童

養護施設をしている中で成⻑したなと思う職員や専門性

をつけたなと思う職員について教えてほしい、という要

望があったんですね。しかしこれを聞いたとき、正直困

ってしまいました。というのも、私の結論とも⾔えるん

ですが、当事者目線としましては、そもそも施設職員さ

んに対して専門性を持ち合わせると感じたことがなかっ

たからです。もちろん心理司については専門性がある人

として思っていましたが、それ以外の職員については、

あくまでも⾝近な大人として認識をしていました。そし

て何よりも私個人としましては、専門性云々よりも、単

純に寄り添ってくれる職員というのを欲していました。

そんな思いを踏まえて、今回せっかくこのような場でお

話をする機会をいただきましたので、私以外の 3 人の社

会的養護を経験した子たちにもお話を聞いてみました。

より多くの社会的養護経験者の主観を聞いてもらうこと

で、少しだけ客観性や共通点を⾒出すことができたらと

考えています。今回お話を聞かせていただいたその 3 人

の⼥の子にはこの場をお借りして感謝をお伝えします。

ありがとうございました。 

ということで、今回は 15 分という短い時間の中で、1

つ目、私⾃⾝の生い⽴ち、2 つ目は私の人生に関わって

くれた職員について。最後 3 つ目がまとめのお話でお話

できたらと思います。まずは私⾃⾝の生い⽴ちです。私

⾃⾝は小学校 2 年生になる前の春休み、当時 7 歳のとき

に家庭の事情、少しの虐待がありまして、⼀時保護をさ

れて児童養護施設に入ることになりました。私が暮らし

ていた当時は、18 歳になると退所しなければいけなかっ

たので、私⾃⾝も 18 歳で独り⽴ちをすることになりま

した。両親からの⾦銭的なサポートが望めなかったので、

学費は奨学⾦を借りて、生活費はアルバイト代で稼いで

生計を⽴て、短期大学で保育士資格と幼稚園免許を取得

しました。在学中苦しかったのは、同世代の友人たちが

みんなで東京ディズニーランドに⾏く姿なんかを眺めて

いるうちに、⾃分の生活感と友達の生活の違いというの

をすごく顕著に感じることが増えて、⾃分がみんなと違

う存在なんだと思い始めたことから孤独感を覚えるよう

になり、精神的な落ち込みから学校に⾏くことが難しく

なってしまいました。 

そんな私の転機になったのが 20 歳、2016 年 4 月に

世田谷区で始まった「せたがや若者フェアスタート」と
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いう、児童養護施設や⾥親家庭で育った子どもたちへの

⾦銭的な支援事業でした。現在もこちらの事業、続いて

おりますが、私⾃⾝はこの支援を受けることでアルバイ

トの時間を少なくすることができて、再度学業に向き合

うことができて無事に卒業することができました。そし

てその後、21 歳、子どもの頃からの夢であったモデルの

道へとあるきだして、22 歳のときにミスユニバース茨城

県大会で準グランプリを受賞しました。そしてその後、

もっとモデルのお仕事をバリバリできると興奮をしてい

たんですが、なぜか児童養護施設の暮らしを教えてくだ

さいという講演活動のほうが増えてしまいまして、⾃分

の生い⽴ちを話す活動がスタートしました。 

それと同時に、⾃分が置かれていた状況、社会的養護

について学び、その活動を続ける中で、関東を中心に施

設等で育った子たちとつながり、地方の施設職員さんと

つながり、支援したいなと思ってくださっている大人に

たくさんつながってきました。私⾃⾝保育士資格がある

ので、職員になるという選択肢もあるにはあるんですが、

勉強を続ける中で、ちょっと難しいかなと思う経験があ

りましたので、現在は社会的養護専門の情報サイトの運

営や、Amazon ほしいものリストを集約した寄付サイト、

ナカソラという間接的な活動をやらせていただいており

ます。また、任期は今月末で最後になるんですが、内閣

官房の子ども政策に関わる有識者会議の委員として、今

日もいらっしゃる上⿅渡先生や、むぎの子会の北川さん

と⼀緒に会議に参加して、子ども政策のことも⼀緒に考

えさせていただいています。こちらについては⼒不足感

もすごくあるんですが、公的会議の参画というのも、私

の次の子たちにつないでいきたい思いがあるので頑張っ

ております。 

ということで、ここからは私の人生に関わってくれた

職員についてお話をしていきます。私の施設は基本的に

各ホーム 3 名の職員がシフト制で勤務をしていました。

入所してすぐのときは 12 人に対して 3 人。卒園間近に

なった頃には職員 8 に対して 3 人に変化をしていきまし

た。現在は 6 人に対して 3 人です。私が施設にいる間の

各年齢の担当を⾒える化したのがこちらの画像です。8

歳から 18 歳までの 11 年間、施設で生活をしてきて、生

活に関わってくれた大人は合計で 33 人です。そのうち

連続して担当だったのが 9 歳から 11 歳の Ki 先生、12

歳から 13 歳の Sa 先生、14 歳から 16 歳の Ka 先生、

16 歳から 18 歳の Ki 先生でした。この図を⾒て分かる

ように、連続して担当だった職員は最大で 3 年。そのほ

かの職員については 1 年でどこかへ⾏ったり離職してし

まったりしていました。この入れ替えについては子ども

ながらに、そういうものだなと感じていましたので、⾃

分の担当になってほしい職員は選べないんだ、と子ども

ながらに感じて生活をしていました。なのでちょうどこ

の時期、3 月になると職員の異動が臭ってくる時期なの

で、子ども同士で、あの先生どこ⾏くんだろう︖という

のを探り合っていたのも懐かしい思い出です。 

その⼀方で、日常生活から非日常の生活、施設全体の

⾏事や旅⾏を通して施設職員と信頼関係を深めていくわ

けなんですが、思春期の 14 歳、15 歳で Ki 先生が担当

であったときを除き、思春期ながら常にストレスを感じ

ながら生活をしていました。これについては時系列が定

かではない点もあるんですが、3 つ要因があります。1

つ目は、30 代で入職した新人の男性職員が、私と関係性

がないままに口うるさく注意してきたり、怒ってきたこ

とです。⾃分の中では、なんで急に来たやつがこんな口

うるさく⾔うんだ︖と、ちょっと馴れ馴れしく感じてス

トレスがありました。2 つ目は、個人的な事情にはなり

ますが、14 歳のとき、部活動での人間関係をきっかけに、

短い期間ですが不登校になったこと。そして 3 つ目は、

学校での友達関係、特に⼥同士の関係に悩んでいたこと

です。 

この時期は家である施設も学校もストレスの発散であ

る部活動も、偶発的ではあると思うんですが、その全て

に安心、安全がなくなったとき、心の内を話せる職員は

いなかったかなと記憶しています。このとき既に施設で

生活をして 6 年が経っているんですが、それでも心を開

ける職員がいなかったというのは、毎年職員が入れ替わ

りをする中で、無意識のうちに、この人もまたどこかへ

いなくなる、だから⾃分の心の内を明かさない、そうい

う思考につながっていたような気がしています。どの施

設もそうかなと思いますが、私の施設ではホームの担当

職員を選ぶことはできません。入所する施設も選べない

し、担当する職員も選べません。もちろん両親とともに
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家庭で生活している子どもたちも親を選べないわけです

が、毎年両親が変わるわけではありません。多感な思春

期の時期に、⼀番頼ることができるはずの大人である職

員が毎年変わるという状況は、確実に悪影響を及ぼして

いると感じています。 

ちょっとネガティブな話が多くなったんですが、ここ

からは少し視点を変えて、私がどんな職員が好きだった

かという考えをシェアしたいなと思います。私が好きだ

った先生は共通して、れいかをちゃんと⾒ているよ、と

いうのをかたちにしてくれていた先生だなと思っていま

す。小学校 3 年生のときに担当だった、元小学校教諭の

⼥性職員は、いつも年下の幼児さんに時間をとられてい

ました。ちょっと待っていてね、と⾔われて、結局相手

にしてもらえないということもたくさんあり、甘えたい

けど甘えられない、そんな状況が私の中にありました。

そのことに気づいたその職員があるときから手紙交換を

始めてくれました。その先生が、私が寝たあとまでの勤

務で、私が寝たあとに先生が帰宅するというふうになっ

たときに、その先生は私が寝ている間に手紙を書いて、

2 段ベットの壁に貼っておいてくれるんですね。それで

私が朝起きると、先生の手紙貼ってある、それがすごく

うれしかったんです。それが私⾃⾝、先生に甘えたいと

思っていた私にとっては本当にうれしくて、手紙という

かたちなんだけど、ちゃんとれいかのこと思っているよ、

⾒ているよ、というのが手紙を通して伝わってきました。 

次に、中学 2 年生のときに担当だった Ka 先生なんで

すが、こちらは手紙というよりメモ書きというかたちで、

れいかを⾒ているよ、を表現してくれました。例えば部

活の試合帰り、Ka 先生は帰宅しているんですけど、部屋

の扉に、試合お疲れ様、とメモ書きが貼ってありました。

修学旅⾏に⾏く日には、気をつけていってらっしゃい、

⾒送れなくてごめんね、と⼀⾔メッセージもありました。

どうしても日常生活の中では複数いる子どもの中の 1 人

という⽴場、そういう感覚もあるんですが、れいかだけ

を⾒ている、っていうのが伝わってきた瞬間は本当にす

ごくうれしかったです。この Ka 先生については、れい

かに似合いそうだから、といって私服のお下がりも初め

てくれて、それもまたうれしかったんです。大人になっ

た今でも、とっておくぐらい大切にしています。好きな

先生ほど甘えられないし、どうしても個別的に関われな

い。それでいてほかの子と親しくしていると、ちょっと

嫉妬しちゃうみたいな感覚も、多分唯⼀ Ka 先生には抱

いていました。 

ということで私以外のほかの子たちは職員についてど

う思っていたのか、後半シェアできたらと思います。1

人目は、9 歳から 18 歳までの 9 年間、児童養護施設で

生活をしていた N さんです。基本職員は私と同じ 3 人体

制でしたが、1 人または多いときで 2 人が 4 年以上同じ

ホームで生活をしていて、入れ替わりの少ない環境で生

活をすることができていたそうです。職員の専門性を感

じた瞬間については、進路に悩んでいるときだったと教

えてくれました。将来のことを悩んでいる⾃分に仕事図

鑑を手渡してくれたことがよかったとお話してくれまし

た。そして大人が成⻑したと思う瞬間を感じるのは難し

いけど、職員に向いていると思う人は、子どもに対して

怒り、失望等の感情を職場に持ち込み、⾏動しない人で

はなく、背中をあと押してしてくれる人だと教えてくれ

ました。私と違って N さんは職員に専門性をちゃんと感

じていたようです。 続いて 2 人目は、児童⾃⽴支援施

設で生活をしていた M さんです。生活に寄り添う職員に

ついてはほとんど変わらなかったと教えてくれました。

そして職員の専門性については、専門性を感じさせない

のが専門性でしょ、ということで、私もそう思う案と非

常に共感しました。そして話をしていくうち、じゃあ職

員が専門性を発揮するポイントって何だんだろうね︖と

話が膨らみ、次の 3 つが出てきました。1 つ目は進路選

択のとき。先程の N さんと同じく、多様な選択肢が提示

できること。2 つ目は、思春期が多いかなと思いますが、

問題⾏動が起きたとき、悪いことをしたからといって、

ペナルティを課すのではなく、なんでそうしたのかを辛

抱強く聞いてくれる人。最後 3 つ目は、ルールだからと

いって子どもの希望を取り下げたり、制限をしたりする

のではなく、少しずつ対話を重ねながら、希望を叶えよ

うとしてくれることです。本当はダメなんだけど、話し

合いをしてこうなったんだよ、という結果はもちろんそ

の家庭が大切だしシェアしてくれるのがうれしいよね、

というお話になりました。 

3 人目は、4 年間児童養護施設で生活をしていたむっ
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ちゃんです。むっちゃんは、どの職員が続くか感覚で分

かる、と教えてくれました。それは生活をともにする中

で本気で話せていないことや、⾃分のことをオープンに

していないことが伝わってきて、人間として関わってい

ない、子どもだましのような⾔葉や中途半端な⾔葉でそ

の場しのぎをすることを子どもながらに感じ取っていた

からだそうです。その上で、働き続けていた職員や、こ

の仕事向いているなと思った職員は、人生をともにして

くれる姿勢があった、と話してくれました。私はその辺

の大人と違いますよ、腹をくくってここにいるよという

ことば感じられる関わりが生活の中にあって、良いこと

も悪いこともオープンにしてくれる。この感覚について

はある大学の先生が⾔っていた、子どもはともに生きて

くれる人を探している、という⾔葉が近いと教えてくれ

ました。むっちゃんは施設にいる間から、職員が通って

いる大学院の論⽂にインケアユース、当事者として協⼒

したり、施設として初めて実践するライフストーリーワ

ークの 1 人目になったりしているので、ぜひ来年のフォ

ーラムでは発表をしてほしいなと、お話をしていて思い

ました。繰り返しにはなりますが、今回⼀緒に考えてく

れたこの 3 名の皆さん、ありがとうございました。きっ

と聞いてる方々にとっても必要な気づきがあるかと思い、

本人に原稿を確認の上発表しました。 

余談なんですが、私らしい発表ということで、SNS を

通して社会的養護を経験したフォロワーさんから教えて

もらった、こんな職員はよかった、を紹介します。向き

合い続いてくれること、職員として叱るべきところは叱

ってくれて、叱ってくれた上で人として意⾒してくれた

先生。私よりも私のことを⼀生懸命考えてくれていたり、

⼀緒に喜んだり、悲しんでくれたりした職員、などがあ

りました。逆にこんな職員は微妙だった、ということな

んですが、退職してしまうこと。話を聞いてくれない。

ルールだけに縛られている職員。機嫌が悪いのが分かり

やすかったり、物音が大きかったりする職員、というこ

とでした。思い当たる人、いませんかね︖ 

ここでだいぶ残り時間も後半になりましたのでまとめ

に入りたいと思います。今回当事者から⾒た施設職員と

いう人材についてということで、基本的には相澤先生の

問いかけに答えるかたちで内容を発表させていただきま

した。ですが、最初お話をしたように、職員の専門性と

いうのは子どもに必ずしも伝わっているわけではないで

すし、専門性をつけた職員です、って⾔われたとしても、

その職員が信頼されるとは限らないと私は感じています。

加えて、⻑く働いているからといって、必ずしも信頼の

置ける職員になるわけでもありません。ただ当事者目線

から⾒たときに⼀番重要な点は、⾝近に寄り添っていた

だける職員であるというのが、今回私を含めた 4 人の共

通点であったと思います。そしてまたこの⾝近に寄り添

っていただける職員というのが、当事者それぞれによっ

てもその性格は異なるであろうということです。本来は

この場で再現性のあるお話をして、普遍的にこういう人

材が求められています、というのがお話できれば⼀番よ

かったんですが、これが現時点における私の答えです。

また思春期に、早いサイクルで担当の職員が変わるとい

うシステムも、子どもたちと職員の間における信頼関係

構築の阻害になっているということも付け加えさせてく

ださい。 

以上を踏まえた上で、ぜひ今後の人材確保、育成にお

いては、より当事者の意⾒をもっとたくさん聞いていた

だきたい、ということです。今現在も多くの子どもたち

が社会的養護の下で暮らしており、多くの子が、この時

期もそうですが、毎年退所をしていきます。そしてその

⼀人ひとりの意⾒は主観的で個人的なものにすぎないか

もしれません。しかしできるのであれば、当事者の声を

もっと多く集めた上で分析することで、客観性を持たせ

て皆さんの現場に生かしていただきたい、そういうふう

に思います。この社会的養護に関わる職員の適正につい

ては、まだまだ当事者の意⾒というデータが不足してい

るように感じています。ぜひこのような観点で研究して

くださる方いらっしゃったら、微⼒ですが⼀緒にお手伝

いできたらなと思っています。以上で私の発表を終わり

にします。求められたお話ができなかったかなと思って

おりますが、最後まで聞いてくださりありがとうござい

ました。 
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助⾔者 

 河村のり子 
（厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課⻑） 

 

 

 

 
厚生労働省の家庭福祉課⻑の河村でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。私、家庭福祉課に⾏きた

いということで、ものすごく熱烈に希望をしたんですけ

れども、着任したのは去年の夏、7 月ぐらいですので、

全然まだ皆様に⽐べたら新参者でとても助⾔を申し上げ

るような状況ではないものの、さすが今日じっくりお話

きかせていただいて、澁谷先生の基調講演からそれぞれ

のシンポジストの皆様のお話を聞いて、かなりいろんな

ことを考えさせられました。何よりもまず登壇者の皆様

の素晴らしさもさることながら、これを上手く全部選ん

できた FLEC の幹事の皆さんがすごいなと敬服いたしま

した。本当にどうもありがとうございます。 

今日のテーマ、人の育成ということだと思うんですけ

れども、冒頭の⻄尾部⻑からお話のあった、今天下の東

京都をもってしても、児相のスタッフの半分の方は 0 か

ら 2 年ぐらいの経験の方で、その方をスーパーバイズす

る少し先輩世代時代が圧倒的に不足をしていると。あと

太田様のほうからも、3 年未満の離職、3 割あって、5

年で半分辞めちゃって、だからせっかく定着してもらお

うと思って必死になって採用しても、どんどん採用しな

いと追いつかないという状況で、経験が足らない中でス

ペシャルニーズを持った、非常に真剣に向き合うことが

必要なお子さん方のケアをしなきゃいけないと。⻑田さ

んのほうからも、職員がここ数年で 3 倍になったとおっ

しゃったと思うんですけれども、これはふと思いますと、

私ども、児童福祉法の改正をさせていただいて、皆様ご

承知の通り、それこそフォスタリング機関から、⾃⽴支

援の拠点の事業から、あとは今回家庭支援関係、⼀時保

護だとか、措置に至らなかったり、⼀時保護を解除され

たお子さん、たくさん地域の中に帰っていっているわけ

ですけれども、そのお子さん方に対する支援で訪問支援

の事業ですとか、あとはお子さんの居場所の拠点の事業

ですとか、あとはペアトレをはじめとする親子関係の育

成の事業ですとか、いろんな事業を⼭と⽴ち上げており

まして、その分野でも同時に人を欲するような状況にな

るので、正直申し上げると、この数年で 3 倍にするって、

それはものすごく採用においても定着においても大変な

ご努⼒だと思うんですけれども、それがこれから児童福

祉法の改正によって大量に、いろんな現場で、それだけ

の人がないと新しい事業が⽴ち上げられないという状況

が発生していくんだなということを考えまして、今回の

その児童福祉法改正というのはまさにそれまでなかなか

手が届いてこなかったその地域の中で、かなり痺れるよ

うな環境で暮らしておられるお子さん方のバックアップ

ですとか、あとは施設の瞬間だけじゃなくて、そこから

巣⽴っていったあとの継続的なケアだとか、あとは⾥親

さんにボンとお願いしてきたものを、⾥親さんと⾥子さ

んの関係性だけでは非常にしんどいことになっちゃって、

新たな担い手が現れないところを支えていこうというこ

とだとか、今まで手が届かなかったところに⼀生懸命手

を届かせようとするものなので、⾃分たちとしてももの

すごく大事だと思いながら今施⾏業務に取り組んで、今

必死にお⾦を⼯⾯しようとして、数百億単位の財源が必

要になってくるので、そういうのを汗を垂らしながらや

っているものの、お⾦だけじゃなくて人の確保というの

がこれからさらに難しくなっていくんだなということを、
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冒頭から痛感をさせられたところであります。 

その⼀方で、じゃあその人として求められるものは何

なのかというところについて、もちろんそれぞれの分野

の専門性があるとは思うんですけれども、根本的には児

相から、養護施設から、家庭支援の現場から、どこのと

ころでも、田中さんが最後におっしゃっていた、寄り添

ってくれる人を⾃分は求めていたんだと。いいなと思う

相手というのは常に真剣に⾃分に全⼒で向かってきてく

れた人であって、ちょっとどうなの︖と思うのはその逆

だというお話があって、これは私はすごくビビッと来る

と同時に、私は結構胸が痛くなったんです。なぜかとい

うと、私の娘が、ママの嫌いなところとか嫌なところっ

ていうのが、ぼーっと仕事で頭がいっぱいになっていた

りすると生返事するところって⾔われるんですけれども、

子どもっていうのは本当によく⾒てるな、と思いまして、

真剣に⾃分が全⼒で向き合っていないとすぐに⾒破られ

てしまう。⼀方で、ママのことが好きだと思ってくれる

ところっていうと、どんなに爆睡中だったとしても子ど

もがトイレに⾏きたいと⾔ったら、え、と⾔いながらふ

らふらして⼀緒にトイレに⾏ってあげるとか、いろんな

計算なく真剣に向き合っているところは子どもは評価し

てくれるけれども、その逆だと評価を絶対してくれない

という辺りは、これは別に社会的養育だからとかそうい

うことではなくて、子どもと大人の信頼関係というのは

そういうものなんだなというのを痛感しました。 

そういった寄り添ってあげられる大人として、スタッ

フとして接しようとすると、これは⻄尾部⻑がおっしゃ

った気がしますけれども、支え手になる人が幸福な状態

でないときに、本当にいいケアなんていうのはできない

ということをおっしゃられたと思いますし、⻑田さんも

仕事楽しい︖って聞くようにしていますっておっしゃっ

ていて、これは非常に深いなと。楽しいというのは、⾯

白いということだけではなくて、澁谷先生の基調講演の

中でおっしゃられていた働きがいが感じられているとか、

あとは働いていくことに対しての苦痛が少ない状況、働

きやすい状況だというこの 2 つがかけ合わさってないな

いと、仕事楽しい︖って聞かれて、はいと⾔えないと思

うので、そのためには職員のある程度の余⼒と⾔います

か、人間的な暮らしみたいなものをしっかりと確保しな

いとそれはできない話なんだと思うんですけれども、そ

れを考えていったとき、私がこの福祉業界の、もしかし

たら今手が⾏き届いていないって今日話を聞きながら思

ったのは、人手不足で、採用に必死になっているんだけ

れども、さっきお話のあった離職率の高さであるとか、

なかなか定着していかないところを考えると、実はその

採用にかけるエネルギーを本当は上回る定着のための職

員のケアのところ。お子さんのケアのためにはまず職員

をケアしなきゃいけないんだと思うんですけれども、そ

こに⼗分エネルギーがかけられているだろうかというこ

とは、少し気になったところです。 

そういう私どもの職場も、強制労働省と⾔われたり、

ブラック企業中のブラック企業みたいなので、ここ 1、

2 年はだいぶ紙⾯を賑わせなくなったんですけど、2、3

年前はものすごい大逆風が吹いておりまして。当時私は

人事課におりまして、やっぱり優秀で志を持っていても

辞めていく職員が毎年毎年たくさん出ていく状況になっ

て、そういう意味では採用以上のコストを定着に掛けら

れているでしょうか︖と皆さんに投げかけながら、⾃分

もその只中の人間として結構悶々としながら、ただ当時

私は職権でいろんな職場環境が⾒られましたので、うち

の職場は全職員だと 7 万人ぐらいいる巨大企業でして、

本社というか本省だけでも 5,000 人ぐらいいて、いろ

んな課室があるんですけれども、人事課で観察していま

すと、人が辞めていくところは限られておりまして、特

定の部署、特定の課室から結構辞めていくんです。⼀方

で業務負荷が高くても辞めていかない、定着して割と生

き生きやっているという職場もたくさんありまして、そ

この真相は⾃分でも解明しきれているわけじゃないんで

すけど、意外と業務の量だとか、感情的な大変さだけで

は全然なくて、どちらかというと職場の風土としての風

通しの良さであるとか、殺伐とした感じではなくて、⾃

分たちはすごく意義ある仕事をしているということを⾔

語化して、ちゃんとマネージャーが伝えているかとか、

あとは職員がすごく辞めていくところの共通点は、職員

が孤⽴しているところですね。安心して相談ができる仲

間がいなかったりするようなところは、かなり辞めてい

くところがあって。 

やっぱり職場を作っていく、上⻑の⽴場の人がちゃん



 

  

97 

 

第５回 FLEC フォーラム報告書 

シンポジウム「改正児童福祉法施行に向けた期待と課題」 
 

と仕事の⾒通しを提示しながら、やってくれたスタッフ

に対する労いの⾔葉みたいなものを丁寧にかけていると

ころというのは、あそこは相当きついよね、という部署

でも意外と辞めないと。意外とそんなに業務量じゃなく

ても、やっぱりそういうことができていない職場は結構

辞めていくみたいなことをずっと⾒ていた中で、冒頭の

澁谷先生の働きがいと働きやすさの両⽴のところという

のに、実はそういう余⼒をもって子どもに向き合える状

態に職員を置いていくというところには、そこのケアで、

とりわけ⾃分たちは子どものケアに夢中になって職員に

対するケアを怠っているところがもしかしたらないだろ

うかという思いは少ししました。ちなみにその思いは、

ちょうど去年の夏まで障害の担当をしていたんですけれ

ども、障害の分野も結構熱⾎理事⻑さん、⽴派な方たく

さんいるんですが、時々相手に向き合うあまりに職員さ

んを⾒失っているところがないかな︖って気になってい

る領域もなくもなかったので、それを思い出しながらい

ろいろお話を聞いておりました。 

そういった中で、担い手になる人を増やしていこうと

思ったとき、最後矢野さんがものすごく⾯白かったんで

すけれども、⾃分聞きながら、あれ︖今日のテーマ人材

育成なんだけど、人材育成以外で⾯白い話が多すぎると

思って、これ人材育成、どこの部分を語ればいいのかな

と思ったら、最後に異種格闘技重要というお話があって、

結構これは福祉の業界全体がすごい重要だなと思いまし

た。福祉の業界はとかく⼀生懸命専門学校に足繁く⾏っ

て⻘田買いしようって方向に走っているところがなくは

ないと思うんですけど、その⻘田買いは⻘田買いで確保

の努⼒として大変重要だと思うんですが、よく最近お聞

きする用になったのは、意外と中途がいいんだと。ほか

の業界で営業ノルマでやりがいが感じられず疲れて、で

も（︖）ジムトウサ（04:23:16）みたいなものはよく

できるようになった中高年に狙いを定めると、実はやり

がいを求めて転職してくる層というのは、まさにそれを

もとめてくるだけのことがあって、とても⾯白いと⾔っ

てくれて、戦⼒になるんだよね、っていうお話もパラパ

ラ聞くようになってきている中で、福祉業界全体で志あ

る方を集めて定着させていこうと思うと、異業種の経験

をしてきた中途の方々にもこれから真剣に目を向けてい

かないといけないのかなと思いました。大変勉強になる

お話を皆様から聞かせていただきました。ありがとうご

ざいます。 
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助⾔者 

 永松  悟 
（大分県杵築市⻑） 

 

 

 
大分県の杵築市⻑の永松と申します。市⻑として 3 期

目ですが、その前は大分県職員でした。30 代の後半に、

障がい児担当の児童福祉司として児童相談所に 3 年間勤

務しました。またその後、「こども・⼥性相談支援セン

ター」のセンター⻑を経験しましたので、人材育成の必

要性を痛感しています。ただ、登壇されている方々のよ

うな高い専門性は持っていませんので、基礎⾃治体の責

任者の⽴場でお話したいと思います。 

まず、東京都の⻄尾部⻑さんからは、実践型研修を⾏

うトレーニングセンターを開設し、充実させているお話

でした。人材育成の難題に真正⾯から取り組んでおられ、

敬服致します。 

私も以前、20 年ぶりにセンター⻑として現場に戻った

ときに、若い職員を中心に 20 人ほど増員されていて、

しかもそれでも足りない状況に驚いた記憶があります。 

児相には厳しい状況にあるこどもの相談が日々、寄せ

られます。職員は川に流されてくる子どもたちを引き上

げる救助隊員のように、昼夜を問わず懸命に頑張ってい

ました。ただ、川の上流では何が起きているのか︖そも

そも市町村や学校は、子どもが川に落ちないように何か

できないのか︖率直な疑問が湧きました。 

そこで、市⻑になってからは、上流である基礎⾃治体

の責任として、子育て部門と教育委員会・学校が徹底的

に連携を強化し、心配なケースの早期発⾒、早期支援に

取り組んでいます。また、児相とも頻繁に協議し、様々

な専門的指導を受けているところです。 

本日のテーマである人材の育成という点からは、専門

性はもちろん必須ですが、地域における広い分野からの

理解者を増やしていくこも、とても大切だと考えていま

す。 

４番目に発表された矢野理事⻑の全⾯的な支援を受け

て、高齢者の皆さんの指導で児童養護施設の子どもたち

に農業体験をしてもらうと、施設の子どもたちが変わり

ます。本当に育ちます。そして、それ以上に市の職員の

視野が広がり、モチベーションが上がり、育ちます。 

また、事業には施設や NPO 法人の職員さんも⼀緒に来

てくれるので、彼らも子どもたちの様子に新しい発⾒が

あったと喜んでもらえます。さらに地域の高齢者の皆さ

んが子どもたちにすごく関心を持ってくれるようになり

ます。今では会えるのを心待ちにしています。これがこ

の事業の⼀番の収穫です。 

３番目に⺠間フォスタリングの活動をお話しくださっ

た⻑田副施設⻑さん、有難うございました。都内の⾥親

さん支援を都の児童相談所の中で児相職員と⼀緒に⾏な

うという発想にびっくりしました。⾥親さんを中心に考

えていると感心しました。⼀番恩恵を受けているのは⾥

親さんのもとにいる子どもたちです。フォスタリングを

進めることは、子どもの福祉向上に直接アクセルを踏む

ことと理解できました。 

それから２番目に登壇された太田会⻑さんからは、児

童養護施設の専門職の研修体系の構築と職員が「勘・経

験・感情」の３K でなく、エビデンスに基づいた正しい

手法を⾝につけることの必然性についてのお話をいただ

きました。市町村の職員や他の分野の社会福祉法人にも

大変、参考になります。また地域の子育て支援機能を担

う専門機関となるというお話は⾃治体として心強く、こ
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れから是非、施設と連携させていただきたいと思います。 

最後に、田中れいかさんが発表された児童養護施設の

職員像は、施設で生活していた当事者から⾒た的確な分

析だと思いました。このプレゼンに来ていただいて有り

難かったです。施設職員について適切で、最も大切な指

摘をされる人の話が初めて聴けました。今後、この取り

組みをもっと広げていただければと思います。大いに期

待しています。 
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ディスカッション 
 

 

 

 

 

 

相澤︓本当はディスカッションの時間を 1 時間半とって

いたんですけど、とんでもございません、あと 13 分し

かないんです。本当にコーディネーターが悪くて申し訳

ございません。特に私は今回「専門性を感じさせないの

が専門性」はすごくいい⾔葉だなと思って、私もケアワ

ーカーを⻑くやっていましたけれども、子どもたちに⾔

われた⾔葉として、「本当に僕たちと楽しんでくれてい

る先生が信頼がおける先生だ」という発⾔を何人かから

聞きました。だからそういう意味では、⼀緒に生活をし

ているという、専門性を感じさせない、太田さんが平凡

な専門性と⾔ってくれましたけども、そういうことの大

切さを改めて感じさせていただいたということです。 

それで今回のテーマは、実際に人材育成と確保という

ことですので、この中で出てきた働きがい、働きやすさ

というようなことがもう 1 つのキーワードかなと思いま

すけれども、その中でわれわれが考えている、例えば潮

谷代表が職員の配置基準の引き上げについても⾔ってい

ましたし、処遇の抜本的な改善としての給与体系とかも

必要になってくるんだろうなと。ワークエンゲージメン

トを上げていく上ではそういうことも必要になってくる。

そういうことも含めて、働きがい、働きやすさというこ

とを考えながら、お⼀人⼀⾔ずつご発⾔をいただければ

と思っております。よろしくお願いします。それでは東

京の⻄尾さんからよろしいでしょうか︖ 

 

 
 

⻄尾︓本当に今日はありがとうございます。いろいろ勉

強になりました。ちょっと⾔い忘れたところがありまし

て、今日トレーニングセンターの話をしましたが、これ

が成⽴するには、今の課⻑のお話とも通じますけれども、

体制強化をもっとしなければいけない。人員増は今 30

人規模で毎年やっていますが、もっと続けなきゃいけな

いなと思っています。それが 1 つと、今日話せなかった

のですけれども、子ども家庭センターについては、⺟子

保健と子ども家庭への⼀体的な支援ということで非常に

期待していまして、本当に予防的支援の重要なところだ

と思います。ここには人員をもっと投入しなきゃいけな

いと思っています。われわれが今⾏っている新しい研修

体系のキーワードは、信頼関係の構築です。これはさっ

きの専門性を感じさせないのが専門性と⾔ったのと通じ

ますが、伴走者として普通に感じさせる人が⼀緒に子育

てを伴奏するというのが重要なんじゃないかと思って、

その辺を、かつエビデンスをもって確⽴しようとしてい

るのがわれわれのモデル事業です。この辺もまた機会が

ありましたらお知らせしたいと思います。今日はどうも

ありがとうございました。 
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相澤︓それでは太田さん、お願いします。 

 

太田︓ありがとうございます。児童養護施設の職員が非

常に退職率が高いということなんですが、施設職員は社

会的ステータスと経済的な評価との両⾯が確⽴されてい

ないというのが、早期退職の全ての原因だとは思いませ

んが、1 つの要因がそこにあるというふうに私は思って

います。社会的なステータスの⾯では、プロフェッショ

ナルとしての学問の体系化ができていない。これはもう

最大の欠点だと思っています。キャリアパスとして、勉

強していくと専門職になれるといった道のりをきちんと

確保していただく。そうすれば、頑張った者がきちんと

評価されるという、そういうものがないとみんな横並び、

頑張っても頑張らなくても評価は⼀緒なんだ、というと

ころでは、やはりやりがいというものにはつながらない

のではないかと思います。そのためにはこれから小規模

化をしていくためには、チームワークということが必要

になってきますし、継続的な教育の仕組み、そういうの

が欠かせないものであって、それがきちんとできる業務

の余裕。これがなかったら、人を相手にしている仕事で

すので、やっぱり人として職員⾃⾝も生きているわけで

すから、そこがきちんと保障されていかなければ、いい

ケアはできないと思っています。ありがとうございまし

た。 

 
 

相澤︓それでは⻑田さん、お願いします。 

 

⻑田︓私が東京の⼆葉乳児院に入職して、2009 年から

⾥親支援のほう携わっていてもう 14 年、15 年になるん

ですけど、そのなかで⾥親さんたちがずっと子どもの成

⻑を⼀緒に⾒てくれる人になってもらいたいというとこ

ろで、先程れいかさんが⻑くいればいいものじゃない、

という話をされたので、もう 1 回考えようと思いました

けれども、ずっと⼀緒に伴走型ということもよく⾔われ

ますけれども、⼀緒に⾏きながら何ができるか。⼀緒に

困ったり、⼀緒に笑ったりという時間をたくさんできる

ようになるといいなと思いますし、その困ったことをか

たちにしていくというところが私たちのチームの働きが

いというか、やりたいことをかたちにしていって、⼀緒

に⾥親さんと子どもの声を聞いていくというところをや

っていくことで、職員たちもなんとか頑張ってくれてい

るのかなとも思っていますので、そこを継続してやって

いけたらいいなと思いました。ありがとうございました。 

 
 

相澤︓ありがとうございました。それでは矢野さん、お

願いします。 

 

⽮野︓どうもありがとうございました。話の最後のほう

をゆっくりお話したかったんですが、時間がなくてすい

ません、ただのお笑いみたいになっちゃって申し訳あり

ませんでした。ずっと思っているのは、僕は福祉と⾔い

ますか、子どもたちとか若者たちのいろんな困りごとが

社会からどうやったら⾒えやすくなるかな、ということ

を大事にしています。われわれだけの話に限るわけじゃ

なくて、地域の中や社会の中に⾒えやすくなれば、そう

すると支えてくれる方々たくさんいらっしゃるので、あ

るとき 1 本や 2 本糸を切ったって、10 本ぐらいでつな

がっていれば残りまだ使えるよね、みたいな。なので実

はそれが、われわれがもしかするとずっと福祉の制度で

作ってきたいろんな、そのシステムで動いてきたわれわ

れが、社会から⾒えにくい壁をもし仮に私たちが作って

いるのであれば、だったら私たちは社会から⾒えやすく

なるようにその壁を、色をちょっと透明にしてみたりと
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か、高さを低くしてみたりとか、そういった努⼒がこれ

からは必要じゃないかなと。 

人材のことを話をすると、確実に人口は減るので、ど

うやったらという個別な話をするよりも、システムごと

もっと大きくやる。そのためには、先程ちょっと触れて

いただきましたが、僕は異種格闘技戦が強いと思ってい

るので、例えば高齢者のセカンドキャリアだとか、もし

くは福祉で今支援している人たちが支援する側に回るか

もしれないし、そういったいろんなドラスティックな仕

組みをどうやって作れるのかということが、今私が考え

ていることになります。すいません、今日はお笑いみた

いな話を聞いてくださってありがとうございました。ま

たいつか御縁ありましたらよろしくお願いいたします。

以上です。 

 
 

相澤︓ありがとうございます。それでは田中さん、いい

ですか︖ 

 

田中︓ありがとうございました。今日は私⾃⾝、結構い

ろいろな取り組みをしたり、それを発信するのが好きな

ので、先駆的な取り組みを皆さんから聞けてすごく楽し

い時間でした。私⾃⾝はこういった活動をしてから、新

人職員さんに向けて研修の場に⾏かせてもらったんです

ね。茨城県の児童養護施設、⾃⽴援助ホームの入職 1 か

ら 3 年目の職員さん、あとは全国⾃⽴援助ホーム協議会

の 5 年未満のスタッフ研修というところでお邪魔したん

ですが、施設職員さん、まだ若い方が多かったので、⾃

分の思っていることを職場でまだ⾔いにくい状況なんだ

けれども、その施設の垣根を超えて、同じような職員歴

の人と話し合うことで、日頃思っているちょっとしたも

やもやがぼろぼろ出てきて、最後はみんなで、LINE 交換

しようとか⾔って楽しそうにつながって帰るのを⾒て、

先程 CONET の施設等を出た子たちの思いを発信したと

きに、発信するということは思いが表明されて、それを

実現してくれる、伴走してくれる大人がいて、きっとそ

この子たち、生き生きと活動して、ほかの施設⾒たいと

⾔ったことも実現してもらえて、それが⾃分の気持ちを

⾔っていいんだとか、⾃分のことに寄り添って実現して

くれる人がいるんだ、という部分につながっていると思

うので、そういうところというのは施設を出た子たちに

限らず、施設職員さんも思いがあることに、その職員さ

んも気づいて表明できる人がいて、そして実現してくれ

る組織があるという構造は、やっぱり当事者もそうだし、

職員さんも同じように必要なんじゃないかなと聞いてい

て思いました。 

確保という点で⾔うと、皆さんご存知だと思いますが、

NPO 法人チャイボラさんが、今年からですかね、内定者

新人職員 1 年目向け研修として、チャボゼミということ

で、オンラインでこの 4 月から働く職員さんとつながっ

て勉強するみたいな取り組みをやってらっしゃってて、

それもさっき⾒ましたけど、オンラインで 40、50 人ぐ

らい、全国のこれから施設職員になる人が参加していた

ので、やっぱり確保もどんどん入り口を増やしつつ、つ

ながりも増やしつつ、その働きやすさというと、きっと

3 年とか 5 年目以降の人たちのことだと思いますが、新

人職員の確保だけ頑張らずに、私⾃⾝も職員辞めてほし

くないと思っているので、定着の部分も何か公的な投資

とかができるのであればぜひしていただきたいと思いま

す。 

そして最後は、いろんな環境で、社会的養護で育った

子たち、たくさんいますが、どの子たちも最近⾃分の経

験をもっと生かしたいと思う子がたくさん増えてきまし

たので、最初からスピーカーになれというのはまたハー

ドルが高い話なので、きっとそれも順を追って、がある

と思うんですけれど、やはり私たちもその仲間として、

皆さん受け入れていただいて、より良い社会的養護、社

会的養育にお手伝いできたらと、私も含めほかの子も思

っていると思うので、そういう協⼒先として私たちも⾒

てもらえたらうれしいなと思っております。ありがとう

ございました。 
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相澤︓どうもありがとうございました。それでは河村さ

ん、⼀⾔お願いします。 

 

河村︓私先程感想をしゃべりすぎたもので、本当に今日

はすごくいろんなお話を聞かせていただいて勉強になり

ました。国として、正直お⾦がないとできないことは結

構多くて、お⾦というのはそれなりの大きな税の議論だ

とか、負担の議論がないときに本当に大きな額のお⾦っ

てなかなか⼯⾯ができないので、そういうチャンスは⻁

視眈々と常にみんな狙っていて、お⾦をどう取ってくる

かというのはやっているものの、お⾦を膨大に掛けなく

てもどれだけの成果が狙えるのか、というのも同時に⾃

分たちは考えていきたいと思っていますので、なんとな

く相澤先生から、お前処遇の話とかないじゃないか、と

いうものを感じておりますが、そこはそれでまたダブル

トラックで頑張りたいと思います。ありがとうございま

す。 

 
 

相澤︓お察しいただきましてありがとうございます。そ

れでは永松さん、お願いします。 

 

永松︓基礎⾃治体の⾸⻑としては、できれば皆さん方の

ような児童養護の⾒識の高い方が、厚生労働省も進めて

いる「地域包括ケア会議」のメンバーの⼀員としてどん

どん参加していただけるようになると、大変有り難く心

強いです。 

地域包括ケア会議⾃体は、まず介護分野で始まりまし

た。「多職種」、多くの職種が⼀堂に会して、高齢者プ

ラスその家族も含めてアセスメントをし方向性を決定し

た上で、地域の多職種のメンバーが連携しながら、各家

庭にどんどん入っていく。そしてエビデンスに基づく効

果的な支援が継続することで、介護度が改善していきま

す。 

これを市⻑になりましてから、介護だけでなくて障害

や児童とか、⼀人親、それから生活困窮といった分野に

ワンストップで相談・支援業務ができるように、多職種

の職員を社会福祉協議会に配置しました。これは、先程

申しました川の下流にある専門機関の児相にいきなり⾏

くのではなく、上流となるそれぞれの地域で早期にアセ

スメントできれば、手遅れになるケースが少なくなると

考えたからです。早期発⾒と早期支援、多職種の連携が

課題解決のポイントです。さらに、これを少し広げて、

13 の住⺠⾃治協議会に福祉部会を作り込もうとしている

ところです。 

子どもたちには、対策の充実も必要ですが予防はそれ

以上に大切です。本日お集まりの児童養護の専門家の

方々が、専門機関や施設から地域に出かけ、地域福祉・

地域保健・地域医療、学校等の関係者と関係を深めてい

ただけると、理解者の輪が広がり、子どもにとって安心

の地域づくりが可能となります。 

住⺠啓発にも繋がり、地域での人材づくりそのものに

なると考えます。活動のウイングを広げていただければ

ありがたいと思います。以上です。 

 
 

相澤︓ありがとうございました。それでは澁谷さんから

お願いします。 
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澁⾕︓今日いろんな話を聞いて、私⾃⾝すごくいろいろ

刺激を受けました。1 つだけ、今日話しきれなかったこ

とで、地域にいる普通の人たち、普通に働き、生活して

いる人たちとどう手を取り合っていくのかというのも大

事かなと思いました。私⾃⾝養育家庭もしているんです

が、そうした地域の人たちに関心を持っていただく中で、

⾥親仲間を増やしたらいいなということも感じたところ

です。今日はありがとうございました。 

 
 

相澤︓どうもありがとうございました。もう時間が過ぎ

てしまいましたけれども、今日のテーマ、改正児童福祉

法施⾏に向けた期待と課題ということで、いろいろな⽴

場からコメントいただきましたけれども、やはり今後こ

ういった取り組みを進めていく上において、人材育成、

確保は必要不可欠で、これによってほとんど事業の良し

悪しが決まってくるような⾯があり、その影響は非常に

大きいと思います。ですので、今日はいろんな方々から

指摘されましたけれども、働きがい、働きやすい環境を

作って、いかに定着するか。それは多方⾯から考えてい

かなければいけないと思います。配置基準もそうですし、

措置費の在り方もそうですし、給与体系のこともそうで

すし、まさにそのチームの中でお互いにサポートし合う

ような関係性をどう構築するかということもそうですし、

指摘されましたけれど、SV ですね。SV をどういうふう

に確保するかということも大きな課題ですし、担当ケー

ス数の問題もありますし、そういう意味ではさまざまな

課題がいっぱいあると思います。手を付ける切り口がい

っぱいあると思いますので、私はできるところからきち

んと手をつけていきながら、この点を解決するとほかの

⾯も良くなるよね、といったような優先すべき課題は何

か︖それは財源を確保しなければできない課題と、そう

ではなくて職場でできる課題と、いろいろあると思いま

すので、課題を多角的に検討し取り組みながらこの人材

育成、人材確保を推進していくということが大切かなと

思って聞かせていただきました。 

今日はコーディネーターが非常に⼒不足で、なかなか

ディスカッションができずに終わってしまい申し訳ござ

いませんでした。実は、これまでの反省でいつもディス

カッションできないから、ディスカッションの時間を今

年は作ろうね、と思って確保したんですけどやっぱりダ

メでございました。来年こそはさらに反省しディスカッ

ションできるように考えていきたいと思います。今日ご

登壇いただきましたシンポジストの皆様、基調講演者そ

して助⾔者の皆様に温かい拍手をお願いしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。失礼いたします。 

 

 


